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一
、
は
じ
め
に
　
―
問
題
提
起
―

　

日
蓮
聖
人
は
、
文
応
元
年
（
一
二
六
〇
）
七
月
十
六
日
に
、

得
宗
被
官・

宿
屋
光
則
を
仲
介
と
し
て
、
鎌
倉
幕
府
の
前
執
権・

北
条
時
頼
に
『
立
正
安
国
論
』
を
進
覧
さ
れ
た
。
そ
の
後
の
日

蓮
聖
人
は
、
一
貫
し
て
「
立
正
安
国
」
の
精
神
を
貫
か
れ
て
い

る
も
の
と
拝
察
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
日
蓮
聖
人
滅
後
よ
り
今
日

に
至
る
ま
で
の
七
百
五
十
年
間
に
及
ぶ
日
蓮
門
下
を
み
て
も
、

日
蓮
聖
人
の
姿
勢
に
な
ら
っ
て
『
立
正
安
国
論
』
を
重
要
視
し

て
き
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
関
連
す
る
い
く
つ
か
の
事
例
を

挙
げ
て
考
え
て
み
た
い
。

　

書
誌
学
的
に
は
、『
立
正
安
国
論
』
は
『
開
目
抄
』・

『
観
心
本

尊
抄
』
と
並
び
日
蓮
聖
人
遺
文
中
に
お
い
て
最
重
要
と
さ
れ
る

「
三
大
部
」、
ま
た
そ
れ
に
『
撰
時
抄
』
と
『
報
恩
抄
』
を
加
え

た
「
五
大
部
」
に
も
含
ま
れ
て
い
る（
１
）。
さ
ら
に
『
立
正
安
国
論
』

注
釈
の
歴
史
を
み
て
も
、
先
学
は
「
本
書
の
註
釋
書
は
遺
文
全

集
中
一
番
多
く
、
著
書
論
文
無
慮
百
に
達
せ
ん
と
し
て
ゐ
る（
２
）」

と
指
摘
し
て
い
る
。

　

日
蓮
聖
人
遺
文
の
伝
承
や
遺
文
注
釈
の
観
点
か
ら
考
え
て
も
、

『
立
正
安
国
論
』
が
遺
文
中
に
お
い
て
特
別
な
位
置
に
あ
る
こ
と

が
う
か
が
え
る
。
明
治
期
以
降
の
『
立
正
安
国
論
』
注
釈
書
、

ま
た
そ
れ
に
準
ず
る
文
献
だ
け
を
み
て
も
、
そ
の
数
は
遺
文
中

に
お
い
て
最
多
と
い
え
る
で
あ
ろ
う（
３
）。

　

さ
ら
に
、『
立
正
安
国
論
』
に
も
と
づ
く
先
師
の
行
動
を
み
て

も
、
諌
暁
の
精
神
が
継
承
さ
れ
て
い
た
り
、
国
家
と
仏
法
の
関

連
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
な
ど
、
政
治
的・

社
会
的
な
活
動
に

も
利
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
山
妙
法
寺・

藤
井
日
達
に

代
表
さ
れ
る
「
立
正
安
国
」
と
い
う
理
念
に
よ
る
平
和
的
な
活

動
が
展
開
さ
れ
た
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
る
。

　
『
立
正
安
国
論
』
は
、
文
献
の
刊
行
や
説
示
さ
れ
て
い
る
行
動

《
研
究
ノ
ー
ト
》
大
正
十
一
年
の
「
立
正
大
師
」
諡
号
宣
下
を
め
ぐ
っ
て

矢　
　
　

吹　
　
　

康　
　
　

英
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理
念
を
通
じ
て
、
日
蓮
門
下
に
幅
広
く
受
容
さ
れ
て
き
た
と
い

え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
そ
の
一
端
と
し
て
近
代
の
日
蓮
教
団
と

『
立
正
安
国
論
』
と
の
関
連
か
ら
、「
立
正
大
師
」
諡
号
宣
下
に

つ
い
て
の
整
理・
確
認
を
進
め
た
い
。

　

大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
）
十
月
十
三
日
、
大
正
天
皇
よ
り

日
蓮
聖
人
に
対
し
て
「
立
正
大
師
」
と
い
う
諡
号
が
宣
下
さ
れ

た（
４
）。
こ
れ
は
、
近
代
の
日
蓮
門
下
が
天
皇・

皇
室
と
の
接
触
を

公
に
し
た
出
来
事
で
あ
り
、
近
代
日
蓮
教
団
に
お
け
る
重
要
事

項
と
も
考
え
ら
れ
る
。
大
師
号
宣
下
に
対
す
る
日
蓮
門
下
各
派

の
一
致
協
力
は
、
同
時
に
門
下
統
合
を
目
指
す
動
き
の
ス
タ
ー

ト
ラ
イ
ン
と
も
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
一
連
の
出
来
事
に
つ
い
て
、

詳
し
く
み
て
い
き
た
い
。

　

な
お
小
稿
に
お
い
て
、
大
師
号
を
賜
っ
た
こ
と
へ
の
表
記
は

「
宣
下
」
に
統
一
し
て
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
だ
が
引
用
文
に
お

い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
執
筆
者
の
意
向
に
依
る
た
め
原
文
の
ま

ま
に
引
用
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

二
、「
師
号
」・「
諡
号
」
に
つ
い
て

　

そ
も
そ
も
、「
師
号
」・

「
諡
号
」
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持

つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
国
語
辞
典
に
た
ず
ね
る
と
、「
師
号
」
と
は

「
高
僧
に
天
皇
か
ら
た
ま
わ
る
称
号
。
大
師
、
禅
師
、
国
師
な
ど

の
種
類
が
あ
る（
５
）」

と
、「
諡
号
」
と
は
「
貴
人
、
僧
侶
の
死
後
、

そ
の
人
の
生
前
の
行
な
い
を
ほ
め
た
た
え
て
お
く
る
名
。
お
く

り
名（
６
）」

と
記
さ
れ
て
い
る
。「
大
師
」・

「
国
師（
７
）」・

「
禅
師（
８
）」

な
ど

の
天
皇
か
ら
賜
る
称
号
の
こ
と
を
い
う
が
、
日
蓮
聖
人
に
は
「
大

師
」
の
み
が
宣
下
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
小
稿
に
お
い
て

の
考
察
は
「
大
師
」
に
限
定
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

三
、「
立
正
大
師
」
諡
号
宣
下
に
関
す
る
先
行
研
究

　

近
現
代
の
日
蓮
教
団
に
対
す
る
文
献
や
研
究
論
文
は
、
数
多

く
確
認
で
き
る
。
そ
の
な
か
で
も
、
大
師
号
宣
下
へ
の
直
接
的

な
資
料
や
論
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

① 

日
蓮
聖
人
大
師
号
追
賜
奉
祝
事
務
所
編
『
立
正
大
師
諡
号

奉
戴
記
事
』（
大
正
十
一
年・

日
蓮
聖
人
大
師
号
追
賜
奉
祝

事
務
所
）

　

② 

田
中
巴
之
助
著
『
法
国
冥
合
の
第
一
歩
』（
大
正
十
二
年・

天
業
民
報
社
）

　

③ 
石
川
教
張
稿
「
大
師
号
宣
下
と
宗
祖
六
百
五
十
遠
忌
」（
平

成
八
年・

日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
編
『
日
蓮
宗
の
近
現

代
―
他
教
団
対
応
の
あ
ゆ
み
』
所
収・

日
蓮
宗
宗
務
院
）

　

④ 

大
谷
栄
一
稿
「
立
正
大
師
諡
号
宣
下
と
政
治
活
動
へ
の
進
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出
」（
平
成
十
三
年・

『
福
神
』
七
号
所
収・

福
神
研
究
所
）

　

⑤ 
大
谷
栄
一
稿
「
立
正
大
師
諡
号
宣
下
を
め
ぐ
っ
て
」（
平
成

十
三
年・

『
近
代
日
本
の
日
蓮
主
義
運
動
』
所
収・

法
蔵

館
）

　

⑥ 

山
口
輝
臣
稿
「
天
皇
と
日
蓮
―
大
正
十
一
年
の
立
正
大
師

号
宣
下
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
平
成
二
十
四
年・

『
日
本
歴
史
』

七
七
〇
号
所
収・
日
本
歴
史
社
）

　

こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
基
礎
と
し
て
、
大
師
号
宣
下
に
関
す

る
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。

四
、
日
本
に
お
け
る
高
僧
へ
の
大
師
号
宣
下

　
「
立
正
大
師
」
諡
号
宣
下
を
確
認
す
る
前
提
と
し
て
、
日
本
に

お
け
る
仏
教
各
宗
各
派
の
高
僧
に
宣
下
さ
れ
た
諡
号
に
つ
い
て

整
理
し
て
お
き
た
い
。
な
お
、
次
に
提
示
す
る
表
に
お
い
て
根

拠
と
な
る
文
献
に
つ
い
て
は
、
下
記
の
仏
教
各
宗
派
に
て
編
纂

さ
れ
た
年
表・

辞
典
類
お
よ
び
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
第
一
資
料
と

し
た
。
原
則
と
し
て
、
該
当
す
る
宗
派
の
文
献
や
サ
イ
ト
を
そ

の
根
拠
と
し
た
が
、
臨
済
宗
の
大
師
号
宣
下
に
つ
い
て
は
直
接

的
な
資
料
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
部
分
を
補
訂
す
る
た
め

に
、
臨
済
宗
に
限
っ
て
は
日
本
史
的
資
料
を
用
い
る
こ
と
と
す

る
。

【
根
拠
と
な
る
文
献・

サ
イ
ト
の
一
覧
】

『
真
言
』
… 

守
山
聖
眞
編
『
真
言
宗
年
表
』（
昭
和
六
年
・
豊
山
派

弘
法
大
師
一
千
百
年
御
遠
忌
事
務
局
）

『
曹
洞
』
… 

大
久
保
道
舟
編
『
曹
洞
宗
大
年
表
』（
昭
和
十
年
・
仏

教
社
）

『
天
台
』
… 

渋
谷
慈
鎧
編
『
日
本
天
台
宗
年
表
』（
昭
和
十
二
年
・

第
一
書
房
）

『
時
衆
』
… 

望
月
華
山
編
『
時
衆
年
表
』（
昭
和
四
十
五
年
・
角
川

書
店
）

『
本
願
』
… 

本
願
寺
史
料
研
究
所
編
『
本
願
寺
年
表
』（
昭
和
五
十

六
年
・
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）

『
融
通
』
… 

融
通
念
仏
宗
教
学
研
究
所
編
『
融
通
念
仏
宗
年
表
』

（
昭
和
五
十
七
年
・
大
念
仏
寺
）

『
近
代
』
… 

大
橋
俊
雄
著
『
浄
土
宗
近
代
百
年
史
年
表
』（
昭
和
六

十
二
年
・
東
洋
文
化
出
版
）

『
黄
檗
』
… 

大
槻
幹
郎
、
加
藤
正
俊
、
林
雪
光
編
『
黄
檗
文
化
人

名
辞
典
』（
昭
和
六
十
三
年
・
思
文
閣
出
版
）

『
日
蓮
』
… 

影
山
堯
雄
編
『
新
編
日
蓮
宗
年
表
』（
平
成
元
年
・
日

蓮
宗
宗
務
院
）

『
浄
土
』
… 

藤
本
了
泰
著
『
浄
土
宗
大
年
表
』
修
訂
版
（
平
成
六

年
・
山
喜
房
佛
書
林
）

『
日
本
』
… 

吉
川
弘
文
館
編
集
部
篇
『
日
本
史
必
携
』（
平
成
十
八

年
・
吉
川
弘
文
館
）

「
Ｈ
Ｐ
」
… 

「
浄
土
宗
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」
内
の
「
法
然
上
人
の
大
師

号
・
謚
号
・
呼
称（
９
）」
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【
日
本
に
お
け
る
「
大
師
号
」
宣
下
一
覧
】

僧
名

宗
派

宣
下
年
月
日

大
師
号

天
皇

文
献

備
考

１
最
澄

天
台
宗

貞
観
八
年
（
八
六
六
）
七
月
十
四
日

伝
教
大
師

清
和
天
皇

『
天
台
』
二
〇
頁

２
円
仁

天
台
宗

貞
観
八
年
（
八
六
六
）
七
月
十
四
日

慈
覚
大
師

清
和
天
皇

『
天
台
』
二
〇
頁

３
空
海

真
言
宗

延
喜
二
十
一
年
（
九
二
一
）
十
月
二
十
七
日

弘
法
大
師

醍
醐
天
皇

『
真
言
』
六
六
頁

４
円
珍

天
台
宗

延
長
五
年
（
九
二
七
）
十
二
月
二
十
七
日

智
証
大
師

醍
醐
天
皇

『
天
台
』
三
二
頁

５
良
源

天
台
宗

寛
和
三
年
（
九
八
七
）
二
月
十
六
日

慈
慧
大
師

一
条
天
皇

『
天
台
』
四
四
頁

６
益
信

真
言
宗

延
慶
元
年
（
一
三
〇
八
）
二
月
三
日

本
覚
大
師

花
園
天
皇

『
真
言
』
三
五
九
頁

７
天
海

天
台
宗

慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）
四
月
十
一
日

慈
眼
大
師

後
光
明
天
皇
『
天
台
』
二
五
五
頁

８
覚
鑁

真
言
宗

元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
十
二
月
二
十
六
日

興
教
大
師

東
山
天
皇

『
真
言
』
六
〇
〇
頁

９
法
然

浄
土
宗

元
禄
十
年
（
一
六
九
七
）
一
月
十
八
日

円
光
大
師

東
山
天
皇

『
浄
土
』
五
二
一
頁

一
回
目

10
聖
宝

真
言
宗

宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
一
月
十
八
日

理
源
大
師

東
山
天
皇

『
真
言
』
六
一
八
頁

11
法
然

浄
土
宗

宝
永
八
年
（
一
七
一
一
）
一
月
十
八
日

東
漸
大
師

中
御
門
天
皇
『
浄
土
』
五
四
八
頁

二
回
目

12
法
然

浄
土
宗

宝
暦
十
一
年
（
一
七
六
一
）
一
月
十
八
日

慧
成
大
師

桃
園
天
皇

『
浄
土
』
六
二
七
頁

三
回
目

13
良
忍

融
通
念
仏
宗

安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
十
月
六
日

聖
応
大
師

後
桃
園
天
皇
『
融
通
』
一
六
二
頁

14
実
慧

真
言
宗

安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
八
月
一
三
日

道
興
大
師

後
桃
園
天
皇
『
真
言
』
六
五
七
頁

15
法
然

浄
土
宗

文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
一
月
十
八
日

弘
覚
大
師

光
格
天
皇

『
浄
土
』
六
九
六
頁

四
回
目

16
真
雅

真
言
宗

文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）
六
月
二
日

法
光
大
師

仁
孝
天
皇

『
真
言
』
六
七
九
頁
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17
法
然

浄
土
宗

万
延
二
年
（
一
八
六
一
）
一
月
十
八
日

慈
教
大
師

孝
明
天
皇

『
浄
土
』
七
五
一
頁

五
回
目

18
親
鸞

浄
土
真
宗
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
十
一
月
二
十
八
日

見
真
大
師

明
治
天
皇

『
本
願
』
二
四
三
頁

平
成
十
八
年

「
削
除
）
（1
（

」

19
道
元

曹
洞
宗

明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
十
一
月
十
二
日

承
陽
大
師

明
治
天
皇

『
曹
洞
』
五
九
七
頁

20
蓮
如

浄
土
真
宗
明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）
三
月
二
十
二
日

慧
燈
大
師

明
治
天
皇

『
本
願
』
二
四
八
頁

21
真
盛

天
台
宗

明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
六
月
二
十
六
日

慈
摂
大
師

明
治
天
皇

『
天
台
』
三
六
八
頁

22
俊
芿

真
言
宗

明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
六
月
二
十
六
日

月
輪
大
師

明
治
天
皇

『
真
言
』
七
〇
八
頁

23
関
山
慧
元
臨
済
宗

明
治
四
十
二
年
（
一
九
〇
九
）
四
月
七
日

無
相
大
師

明
治
天
皇

『
日
本
』
六
八
二
頁

24
瑩
山

曹
洞
宗

明
治
四
十
二
年
（
一
九
〇
九
）
九
月
八
日

常
済
大
師

明
治
天
皇

『
曹
洞
』
六
六
三
頁

25
法
然

浄
土
宗

明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
）
二
月
二
十
七
日
明
照
大
師

明
治
天
皇

『
浄
土
』
八
四
九
頁

六
回
目

26
隠
元

黄
檗
宗

大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
三
月
七
日

真
空
大
師

大
正
天
皇

『
黄
檗
』
二
三
頁

一
回
目

27
日
蓮

日
蓮
宗

大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
）
十
月
十
三
日

立
正
大
師

大
正
天
皇

『
日
蓮
』
五
七
三
頁

28
授
翁
宗
弼
臨
済
宗

昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
三
月
二
十
二
日

微
妙
大
師

昭
和
天
皇

『
日
本
』
六
八
二
頁

29
無
文
元
選
臨
済
宗

昭
和
十
三
年
（
一
九
四
〇
）
四
月
十
一
日

円
明
大
師

昭
和
天
皇

『
日
本
』
六
八
二
頁

30
一
遍

時
宗

昭
和
十
五
年
（
一
九
四
〇
）
三
月
二
十
三
日

証
誠
大
師

昭
和
天
皇

『
時
衆
』
一
五
二
頁

31
法
然

浄
土
宗

昭
和
三
十
六
年
（
一
九
六
一
）
二
月
二
十
七
日
和
順
大
師

昭
和
天
皇

『
近
代
』
三
〇
一
頁

七
回
目

32
隠
元

黄
檗
宗

昭
和
四
十
七
年
（
一
九
七
二
）
三
月
二
十
七
日
華
光
大
師

昭
和
天
皇

『
黄
檗
』
二
三
頁

二
回
目

33
法
然

浄
土
宗

平
成
二
十
三
年
（
二
〇
一
一
）
三
月
十
六
日

法
爾
大
師

今
上
天
皇

「
Ｈ
Ｐ
」

八
回
目
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貞
観
八
年
（
八
六
六
）
に
最
澄・

円
仁
へ
宣
下
さ
れ
た
こ
と

に
は
じ
ま
り
、
今
日
ま
で
十
宗
の
二
十
五
人
に
対
し
て
三
十
三

件
の
大
師
号
が
宣
下
さ
れ
て
い
る
。
宗
派
別
に
み
る
と
、
天
台

宗
は
六
人
、
真
言
宗
は
七
人
、
浄
土
宗
は
一
人
、
浄
土
真
宗
は

二
人
、
時
宗
は
一
人
、
融
通
念
仏
宗
は
一
人
、
曹
洞
宗
は
二
人
、

臨
済
宗
は
三
人
、
日
蓮
宗
は
一
人
、
黄
檗
宗
は
一
人
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
宗
派
の
開
祖
が
、
初
め
て
宣
下
さ
れ
た
年
時
を
系

年
順
に
並
べ
る
と
、
最
澄
（
天
台
宗
）、
空
海
（
真
言
宗
）、
法

然
（
浄
土
宗
）、
良
忍
（
融
通
念
仏
宗
）、
親
鸞
（
浄
土
真
宗
）、

道
元
（
曹
洞
宗
）、
隠
元
（
黄
檗
宗
）、
日
蓮
（
日
蓮
宗
）、
一
遍

（
時
宗
）
の
順
序
で
あ
り
、
日
蓮
聖
人
へ
の
大
師
号
宣
下
は
、
か

な
り
遅
い
時
期
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
臨
済
宗
の
開
祖

で
あ
る
栄
西
は
、
大
師
号
を
宣
下
さ
れ
て
い
な
い
。
複
数
の
大

師
号
が
宣
下
さ
れ
た
の
は
、
浄
土
宗
の
法
然
（
八
回
）
（（
（

）
と
黄
檗

宗
の
隠
元
（
二
回
）
の
二
人
で
あ
る
。

五
、
大
師
号
宣
下
に
関
す
る
内
規

　

大
師
号
の
宣
下
に
関
す
る
規
約
は
、
明
治
十
六
年
（
一
八
八

三
）
に
制
定
さ
れ
た
『
大
師
号
国
師
号
賜
与
内
規
ヲ
定
ム
』
が

挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
内
規
に
よ
り
、
初
め
て
大
師
号
宣
下
に
関

し
制
度
化・

明
文
化
さ
れ
た
。
こ
れ
に
依
る
と
、
大
師
号
の
宣

下
は
次
の
六
点
に
限
定
さ
れ
る
。
な
お
、
文
中
の
傍
線
は
筆
者

に
依
る
。

《『
大
師
号
国
師
号
賜
与
内
規
ヲ
定
ム
）
（1
（

』
該
当
部
分
抜
粋
》

第
一
条　

大
師
号
ヲ
賜
与
ス
ル
ハ
左
ノ
六
項
ニ
限
ル
ヘ
シ

　
　

一　

一
宗
ノ
開
祖

　
　

二　

 

一
宗
ノ
中
教
旨
ニ
差
異
ア
リ
テ
別
ニ
一
派
ヲ
開
キ
布
教

隆
盛
ナ
ル
モ
ノ
ノ
派
祖

　
　

三　

 

天
皇
ノ
御
崇
敬
ヲ
得
テ
一
大
寺
ヲ
開
基
シ
特
別
ノ
由
緒

及
ヒ
功
徳
ア
ル
者

　
　

四　

 

一
宗
ノ
第
二
世
以
下
ト
雖
モ
宗
風
ヲ
横
張
シ
中
興
ト
モ

称
ス
ヘ
キ
功
徳
ア
リ
テ
開
祖
ニ
比
肩
ス
ヘ
キ
者

　
　

五　

皇
子
ニ
シ
テ
学
徳
賢
著
ナ
ル
者

　
　

六　

天
皇
ノ
開
師
ニ
シ
テ
特
別
ノ
功
徳
ア
ル
者

第
二
条　
【
筆
者
注
・
国
師
号
に
関
す
る
内
規
の
た
め
省
略
】

第
三
条　

大
師
号
国
師
号
ハ
死
後
ニ
賜
ハ
ル
モ
ノ
ト
ス

　

明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
十
月
八
日
に
、
初
め
て
公
文
書

と
し
て
大
師
号・

国
師
号
の
宣
下
に
お
け
る
規
則
が
明
文
化
さ

れ
た
。
こ
れ
よ
り
三
十
九
年
後
に
、
日
蓮
聖
人
に
も
大
師
号
が

宣
下
さ
れ
た
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
第
一
条
「
一
、
一
宗
ノ
開

祖
」
と
の
意
義
か
ら
の
宣
下
で
あ
る
。
ま
た
、
大
師
号
の
宣
下

は
死
後
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
生
前
の
高
徳
を
讃
え
る
意

味
を
持
つ
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
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大
師
号
が
宣
下
さ
れ
る
対
象
は
、
十
宗
の
僧
侶
の
み
で
あ
り
、

あ
わ
せ
て
先
に
挙
げ
た
六
項
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
高
僧
で

あ
る
。
十
宗
の
名
称
（
左
記
資
料
に
は
九
宗
の
み
）
を
明
ら
か

に
し
て
い
な
が
ら
も
、
こ
の
規
則
が
制
定
さ
れ
た
時
に
、
臨
済

宗・

曹
洞
宗・
黄
檗
宗・

日
蓮
宗・

時
宗
の
五
宗
は
、
大
師
号

の
宣
下
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
）
（1
（

。

参
照　
　

一　

 

大
師
号
ノ
賜
与
ス
ル
ハ
宗
名
公
称
ノ
各
宗
々
祖
ニ

限
ル
ヘ
シ

　
　
　
　
　
　

 

宗
名
公
称
ノ
各
宗
ト
ハ
天
台
宗
、
真
言
宗
、
浄
土

宗
、
臨
済
宗
、
曹
洞
宗
、
黄
檗
宗
、
真
宗
、
日
蓮

宗
、
融
通
念
仏
宗
、
以
上
十
宗
ヲ
云
フ
）
（1
（

　
「
以
上
十
宗
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
九
宗
し
か
表

記
さ
れ
て
い
な
い
。
先
に
挙
げ
て
い
る
大
師
号
宣
下
の
一
覧
に

よ
れ
ば
、
こ
れ
に
「
時
宗
」
を
加
え
る
こ
と
で
十
宗
と
な
る
。

　

ま
た
、
こ
の
時
点
（
明
治
十
六
年
の
内
規
制
定
時
）
で
、
日

蓮
聖
人
に
対
し
て
大
師
号
が
宣
下
さ
れ
て
い
な
い
理
由
に
つ
い

て
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

日
蓮
宗　
　

 

日
蓮
宗
々
祖
日
蓮
ハ
未
タ
大
師
国
師
ノ
追
諡
ア
ラ
ス

然
ル
ニ
諸
宗
管
長
ヨ
リ
ノ
上
進
状
ニ

　
　
　
　
　

後
光
厳
院
天
皇
文
和
元
年
ニ
綸
旨
ヲ
記
載
セ
リ
ト
雖

　
　
　
　
　

  

モ
正
史
中
ニ
見
当
ラ
ス
然
ル
ニ
彼
自
ラ
之
ヲ
主
張
ス

ル
程
ニ
付
大
師
国
師
等
ノ
諡
号
ハ
多
少
聊
出
ル
コ
ト

ナ
カ
ル
ベ
シ
ト
思
惟
ス
）
（1
（

　

日
蓮
教
団
が
大
師
号
を
要
請
し
な
い
理
由
と
し
て
は
、
大
覚

妙
実
に
よ
る
祈
雨
の
効
験
に
よ
っ
て
、
日
蓮
聖
人
に
「
大
菩
薩

号
」
を
賜
っ
た
出
来
事
を
あ
げ
、
そ
の
よ
う
な
所
以
か
ら
「
大

師
号
」
を
宣
下
す
る
必
要
性
が
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
。
日
蓮
門
下
側
の
理
解
は
さ
て
お
き
、
当
時
の
内
務
省
サ
イ

ド
が
こ
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
て
い
た
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。

六
、「
立
正
大
師
」
以
前
の
大
師
号
宣
下
に
関
す
る
日
蓮
門

下
の
動
向

　

先
に
取
り
上
げ
た
文
章
か
ら
考
え
れ
ば
、
日
蓮
門
下
が
日
蓮

聖
人
に
対
し
て
大
師
号
の
宣
下
を
求
め
政
府
に
働
き
か
け
た
の

は
、
大
正
十
一
年
が
初
め
て
の
こ
と
だ
と
理
解
で
き
る
。
し
か

し
、
資
料
収
集
の
過
程
に
お
い
て
、
次
の
文
章
が
確
認
で
き
た
。

徳
川
幕
府
中
世
の
時
代
、
一
た
び
大
師
號
奏
請
の
議
起
り
、

官
邊
に
交
渉
し
て
略
そ
の
要
を
得
た
る
を
以
て
、
假
り
に

希
望
の
稱
號
を
撰
ん
で
上
れ
と
の
報
に
接
し
、
身
延
當
局
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及
び
一
宗
の
耆
宿
懇
ろ
に
議
り
て
、
豫
號
を
私
撰
し
、「
子

老
國
柱
大
師
」
と
擬
撰
し
、
之
を
京
都
當
局
に
致
す
、
幾

く
も
な
く
支
障
あ
り
て
中
止
す
る
に
至
る
、
爾
後
杳
と
し

て
諡
號
の
議
あ
る
こ
と
な
し
）
（1
（

。

　

日
蓮
門
下
の
大
師
号
宣
下
に
関
す
る
動
き
は
、
江
戸
時
代
に

す
で
に
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
だ
が
、
詳
細

な
理
由
は
不
明
な
が
ら
も
、
支
障
が
生
じ
た
た
め
に
進
展
は
な

さ
れ
ず
、
大
師
号
の
宣
下
に
も
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
読
み
取

れ
る
。

　

で
は
、
候
補
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
「
子
老
国
柱
大
師
」
と
い

う
名
称
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
田
中

智
学
は
、
自
身
の
著
に
て
「「
子
老
国
柱
大
師
」
と
き
め
て
、
朝

廷
へ
願
ひ
出
す
ば
か
り
に
運
ん
だ
と
い
ふ
こ
と
が
、「
小
山
茗

話
」
な
ぞ
に
か
い
て
あ
る
）
（1
（

」
と
記
し
て
い
る
。
だ
が
、
管
見
の

限
り
『
小
山
茗
話
』
に
お
け
る
文
章
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

ま
た
、「
子
老
国
柱
大
師
」
と
の
語
句
に
対
し
て
も
、
先
行
研
究

や
関
係
文
書
か
ら
は
有
力
な
情
報
を
得
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の

た
め
、
筆
者
な
り
に
少
し
く
検
討
を
試
み
た
い
。

　
「
子
老
」
と
は
、『
法
華
経
』
従
地
涌
出
品
に
説
か
れ
る
「
父

少
子
老
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
部
分
を
経
文
に
た
ず
ね
る

と
、「
譬
へ
ば
少
壮
の
人
、
年
始
め
て
二
十
五
な
る
。
人
に
百
歳

の
子
の
髪
白
く
し
て
面
皺
め
る
を
示
し
て
、
是
れ
等
我
が
所
生

な
り
と
い
ひ
、
子
も
亦
是
れ
父
な
り
と
説
か
ん
。
父
は
少
く
し

て
子
は
老
い
た
る
。
世
を
擧
つ
て
信
ぜ
ざ
る
所
な
ら
ん
が
如
く
。

世
尊
も
亦
是
の
如
し
）
（1
（

」
で
あ
る
。
二
十
五
歳
の
青
年
が
百
歳
の

老
人
を
「
我
が
子
な
り
」
と
言
い
、
ま
た
百
歳
の
老
人
も
若
き

青
年
を
「
我
が
父
な
り
」
と
い
う
ほ
ど
に
信
じ
難
い
こ
と
で
あ

る
と
の
比
喩
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、「
子
老
」
と
の
語
句
を
抜
粋

し
た
日
蓮
門
下
ら
は
、
釈
尊
と
日
蓮
聖
人
に
お
け
る
絶
対
不
離

の
父
子
関
係
を
示
し
、
日
蓮
聖
人
こ
そ
が
釈
尊
の
真
実
を
継
承

し
て
い
る
と
の
理
解
か
ら
、
こ
の
語
句
を
選
択
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。「
主
師
親
」
三
徳
が
具
備
し
て
い
る
教
主
釈
尊
と
、
絶
対

的
な
仏
弟
子
で
あ
る
日
蓮
聖
人
と
の
関
係
性
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
と
推
測
で
き
る
。

　

こ
れ
に
続
く
「
国
柱
」
と
は
、
日
蓮
聖
人
が
文
永
八
年
（
一

二
七
一
）
十
一
月
よ
り
翌
年
二
月
に
か
け
て
執
筆
し
た
『
開
目

抄
』
に
説
き
示
さ
れ
て
い
る
三
大
誓
願
「
我ﾝ レ

日
本
の
柱
と
な
ら

む
、
我ﾝ レ

日
本
の
眼
目
と
な
ら
む
、
我ﾝ レ

日
本
の
大
船
と
な
ら
む
、

等
と
ち
か
い
し
願
、
や
ぶ
る
べ
か
ら
ず
）
（1
（

」
に
依
る
と
推
測
で
き

る
。「
柱
」・
「
眼
目
」・

「
大
船
」
は
、
教
主
釈
尊
に
よ
る
主
師
親

三
徳
を
意
味
し
、
三
大
誓
願
の
表
明
こ
そ
が
日
蓮
聖
人
が
久
遠
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本
仏
釈
尊
の
仏
使
で
あ
り
、
衆
生
救
済
の
本
願
を
実
現
す
る
た

め
の
決
意
で
も
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
は
推
測
に
と
ど
ま
る
も
の
の
、「
子
老
国
柱
大

師
」
と
い
う
「
立
正
大
師
」
諡
号
宣
下
以
前
に
尽
力
し
、
日
蓮

門
下
が
進
め
た
と
さ
れ
る
大
師
号
宣
下
に
つ
い
て
確
認
し
た
。

先
に
、
日
本
に
お
け
る
大
師
号
一
覧
を
ま
と
め
て
確
認
し
た
が
、

す
べ
て
が
「
○
○
大
師
」
と
あ
っ
て
、
二
文
字
か
ら
構
成
さ
れ

て
い
る
）
11
（

。
し
か
し
、「
子
老
国
柱
」
は
四
文
字
か
ら
成
っ
て
お

り
、
日
蓮
門
下
の
日
蓮
聖
人
に
対
す
る
特
別
な
思
い
を
う
か
が

い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

七
、立
正
大
師
諡
号
宣
下
に
関
す
る
中
心
的
人
物
二
氏
の
見
解

　

歴
史
上
、
今
日
ま
で
大
師
号
が
宣
下
さ
れ
た
高
僧
の
一
覧
と
、

明
治
に
お
い
て
制
定
さ
れ
た
内
規
を
確
認
し
た
。
こ
れ
ら
を
ふ

ま
え
て
、「
立
正
大
師
」
諡
号
宣
下
に
つ
い
て
確
認
す
る
べ
く
、

中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
田
中
智
学・

本
多
日
生
の
二
氏
の

見
解
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

１
、
田
中
智
学
（
国
柱
会
総
裁
）

法
と
国
と
の
因
縁
は
、
建
長
文
永
の
昔
に
根
を
発
し
て
、

明
治
大
正
の
聖
代
に
花
を
咲
か
せ
、
未
来
の
世
界
統
一

に
菓
を
結
ぶ
の
で
あ
る
。
三
大
秘
法
の
建
立
と
成
就
、

時
だ
国
だ
人
だ
法
だ
、
其
一
切
が
ぴ
つ
た
り
符
号
し
た

の
が
、
本
化
願
業
の
大
成
で
あ
う
、
そ
の
第
一
歩
の
始

ま
り
が
、
こ
の
法
国
接
触
の
良
縁
、
立
正
大
師
の
勅
諡

か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
）
1（
（

。

２
、 

本
多
日
生
（
顕
本
法
華
宗
管
長
、
京
都
妙
満
寺
二
五
九・

二
六
一
世
）

国
家
を
代
表
す
る
国
家
を
統
治
し
た
ま
ふ
と
こ
ろ
の
天

皇
陛
下
が
、
国
民
に
な
り
代
つ
て
日
蓮
聖
人
に
『
立
正

大
師
』
と
い
う
号
を
ば
お
下
し
に
な
つ
た
と
い
ふ
こ
と

は
、
即
ち
国
民
が
日
蓮
聖
人
に
向
つ
て
接
触
す
る
と
こ

ろ
の
途
を
開
か
れ
た
る
も
の
で
あ
る
）
11
（

。

　

こ
こ
に
挙
げ
た
二
氏
の
発
言
よ
り
理
解
で
き
る
こ
と
は
、
大

師
号
の
宣
下
は
あ
く
ま
で
も
一
通
過
点
で
し
か
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
大
師
号
宣
下
に
よ
っ
て
、
天
皇
や
皇
室
と
接
触
す

る
機
会
を
得
た
日
蓮
門
下
が
、
法
と
国
と
の
接
触
を
も
っ
て
日

蓮
聖
人
の
教
え
の
流
布
さ
せ
る
た
め
に
、
更
に
尽
力
す
る
こ
と

を
誓
う
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
、
大
師
号
の
宣
下
が
、
智
学
が

提
唱
す
る
と
こ
ろ
の
「
法
国
冥
合
」
へ
の
出
発
点
と
位
置
づ
け
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た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

八
、「
立
正
大
師
」
諡
号
宣
下
に
関
す
る
日
蓮
門
下
の
動
向

と
関
係
文
書

　

こ
れ
よ
り
、「
立
正
大
師
」
諡
号
宣
下
に
関
す
る
日
蓮
門
下
の

動
向
と
そ
れ
に
関
連
す
る
文
書
の
確
認
を
進
め
て
い
き
た
い
。

【
大
正
十
一
年
八
月
四
日
】

　

本
多
日
生
（
以
下
、
日
生
と
す
る
）
と
田
中
智
学
（
以
下
、

智
学
と
す
る
）
が
、
東
京
鶯
谷
の
国
柱
会
館
で
面
会
す
る
。
日

生
は
智
学
に
対
し
て
、
日
蓮
聖
人
に
対
す
る
大
師
号
宣
下
に
つ

い
て
の
意
見
を
求
め
た
。

　

そ
も
そ
も
日
生
は
、「
此
の
偉
大
な
聖
者
を
国
家
に
於
て
認
め

な
い
と
い
ふ
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
、
国
民
の
間
に
は
日
蓮
大
聖

人
と
か
、
日
蓮
大
菩
薩
等
と
敬
称
さ
れ
つ
ゝ
も
、
而
か
も
我
大

日
本
帝
国
と
し
て
は
無
関
心
で
あ
つ
た
事
を
甚
だ
遺
憾
と
す
る

次
第
で
あ
つ
た
）
11
（

」
と
の
考
え
を
持
っ
て
い
て
、
天
皇
や
国
家
が

日
蓮
聖
人
を
公
認
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
智
学
は
、「
宗
教
の
本
領
と
大
上
人
の
事
業
抱

負
と
か
ら
言
へ
ば
、
奏
請
運
動
を
し
て
大
師
号
を
お
願
ひ
す
る

の
は
不
可
だ
と
い
ふ
事
）
11
（

」
と
の
前
置
き
を
述
べ
な
が
ら
も
、「
若

し
国
家
を
し
て
、
改
め
て
日
蓮
主
義
に
対
す
る
公
の
接
触
を
促

さ
し
む
る
為
め
と
し
て
は
、
当
に
有
る
べ
く
し
て
未
だ
無
か
っ

た
事
で
あ
る
か
ら
、「
果
熟
易
零
」
の
格
で
、
奏
請
し
て
賜
号
を

お
願
ひ
し
て
も
不
可
は
な
い
）
11
（

」
と
回
答
し
た
。
前
者
は
随
自
意

判
的
な
解
釈
で
あ
り
、
法
国
冥
合
が
完
了
し
て
日
本
国
中
が
法

華
経
信
仰
に
な
っ
た
暁
に
宣
下
す
べ
き
と
い
う
宗
義
上
の
主
張

で
あ
る
が
、
後
者
は
随
他
意
判
的
な
解
釈
で
あ
り
、
国
家
を
も
っ

て
日
蓮
主
義
に
接
触
す
る
こ
と
を
促
す
た
め
に
は
、
未
だ
な
か
っ

た
こ
と
な
の
で
必
要
で
あ
る
と
述
べ
、
大
師
号
宣
下
は
「
可
能
」

で
あ
る
と
し
た
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
智
学
は
「
現
に
維
新
以
後
も
、
大
師
号

宣
下
候
補
の
中
へ
お
加
へ
に
な
ッ
て
居
た
が
、
某
官
吏
の
異
見

と
か
で
、「
こ
の
分
は
宗
門
か
ら
奏
請
し
て
来
ま
い
」
と
い
ふ
異

見
を
附
し
て
、
そ
の
次
の
候
補
査
定
の
時
は
取
り
除
か
れ
た
と

い
ふ
こ
と
も
伝
聞
し
た
、
そ
れ
こ
れ
で
今
日
ま
で
諡
号
の
恩
賜

が
な
か
ッ
た
の
で
あ
る
、
世
間
か
ら
言
ッ
て
、
不
思
議
な
ほ
ど

で
あ
る
が
、
法
門
上
全
く
斯
う
な
く
て
は
な
ら
な
い
子
細
が
あ

る
、
要
す
る
に
今
ま
で
の
日
本
は
、
日
蓮
大
上
人
に
対
し
て
諡

号
を
贈
る
べ
く
機
が
熟
し
て
居
な
か
ッ
た
の
で
あ
る
）
11
（

」
と
述
べ
、

今
こ
そ
ま
さ
し
く
大
師
号
宣
下
に
相
応
し
い
時
機
で
あ
る
こ
と

を
主
張
し
て
い
る
。
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両
氏
が
接
触
し
た
こ
と
か
ら
、
日
蓮
聖
人
へ
の
大
師
号
宣
下

は
、
日
生
の
発
案
と
そ
れ
に
対
す
る
智
学
の
協
力
に
よ
っ
て
進

め
ら
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
以
降
、
智
学
の
協
力

を
得
た
日
生
は
、
日
蓮
門
下
各
派
管
長
に
賛
同
を
求
め
、
ま
た

関
わ
り
の
あ
っ
た
名
士
ら
の
協
力
も
得
て
、
大
き
く
歩
を
進
め

て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
。

【
九
月
十
一
日
】

　
『
日
蓮
聖
人
大
師
号
降
賜
請
願
）
11
（

』・

『
日
蓮
聖
人
一
代
略
歴
）
11
（

』・

『
請
願
書
）
11
（

』
の
三
種
の
文
書
を
、
文
部
大
臣・

鎌
田
栄
吉
を
通

じ
て
、
宮
内
大
臣・

牧
野
伸
顕
に
提
出
す
る
。
こ
れ
ら
は
、
日

蓮
門
下
九
派
管
長
と
、
十
一
名
の
在
家
日
蓮
聖
人
祟
敬
者
に
よ

る
計
二
十
名
の
連
署
を
も
っ
て
提
出
さ
れ
た
。
二
十
名
の
役
職

と
氏
名
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

日
蓮
宗
管
長・

河
合
日
辰

日
蓮
正
宗
管
長・

阿
部
日
正

顕
本
法
華
宗
管
長・

本
多
日
生

本
門
宗
管
長・

瀬
島
日
済

本
門
法
華
宗
管
長・

尾
崎
日
暲

法
華
宗
管
長・

津
田
日
彰

本
妙
法
華
宗
管
長・

清
瀬
日
守

日
蓮
宗
不
受
不
施
派
管
長・

釈
日
解

日
蓮
宗
不
受
不
施
講
門
派
管
長
事
務
取
扱・

佐
藤
日
柱

海
軍
大
将
元
帥・

伯
爵　

東
郷
平
八
郎

総
理
大
臣・

子
爵　

加
藤
髙
明

内
務
大
臣・

床
次
竹
二
郎

陸
軍
中
称・

子
爵　

小
笠
原
長
生

前
総
理
大
臣・

犬
養
毅

陸
軍
大
将・

井
口
省
吾

国
柱
会
総
裁・

田
中
巴
之
助

貴
族
院
議
員・

木
内
重
四
郎

海
軍
中
称・

佐
藤
鐵
太
郎

大
審
院
検
事・

矢
野
茂

陸
軍
大
将・

大
迫
尚
道

　

以
上
の
二
十
名
が
署
名
を
し
た
。
崇
敬
者
と
し
て
署
名
し
た

十
一
名
は
、
日
蓮
聖
人
へ
の
信
仰
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
政

治
家
や
軍
人
な
ど
、
大
師
号
宣
下
当
時
に
有
力
な
地
位
に
あ
っ

た
人
物
が
多
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

ま
ず
は
じ
め
に
、『
日
蓮
聖
人
大
師
号
降
賜
請
願
』
に
つ
い
て

考
察
し
た
い
。
こ
の
文
書
を
作
成
し
た
人
物
に
つ
い
て
は
明
ら
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か
と
な
っ
て
い
な
い
が
、
先
行
研
究
に
依
れ
ば
日
生
で
あ
る
と

推
測
さ
れ
て
い
る
）
11
（

。
日
蓮
聖
人
を
「
我
国
歴
史
上
ニ
於
ケ
ル
顕

著
ナ
ル
高
僧
」
と
し
、
さ
ら
に
「
慈
仁
深
厚
ノ
聖
者
」・

「
深
遠

透
徹
ノ
学
者
」・

「
国
民
先
導
ノ
先
覚
者
」・

「
勤
王
愛
国
ノ
国
士
」

と
位
置
づ
け
て
、
僧
侶
で
あ
る
日
蓮
聖
人
を
四
種
の
異
な
る
視

点
か
ら
見
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
大
師
号
請
願
の
意
義
と
し
て
、「
皇
室
ノ
聖
徳
ハ
古

今
ニ
亘
リ
テ
渝
ル
コ
ト
無
ク
歴
史
上
ノ
高
僧
ハ
率
ネ
尊
號
ヲ
賜

レ
リ
。
然
ル
ニ
日
蓮
聖
人
ハ
未
ダ
追
賞
ノ
典
ニ
接
セ
ズ
」
と
あ

り
、
皇
室
の
聖
徳
は
古
今
に
わ
た
っ
て
変
わ
る
こ
と
は
な
い
と

の
皇
室
へ
の
賛
美
が
あ
り
、
歴
史
上
の
高
僧
は
お
お
む
ね
大
師

号
を
宣
下
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
蓮
聖
人
は
未
だ

に
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
無
く
）
1（
（

、
あ
わ
せ
て
「
我
国
状
ハ
人
心
ノ

向
上
ヲ
促
シ
、
思
想
ノ
健
全
ヲ
期
ス
ル
ヨ
リ
緊
要
ナ
ル
ハ
無
シ
。

此
時
ニ
方
リ
テ
、
思
想
界
ノ
先
覚
者
勤
王
ノ
国
士
タ
ル
日
蓮
聖

人
ニ
対
シ
、
其
徳
ヲ
表
旌
セ
ラ
ル
ル
ア
ラ
バ
、
豈
啻
崇
敬
者
幾

千
万
人
ノ
欣
喜
ス
ル
ニ
止
マ
ラ
ン
ヤ
。
実
ニ
国
民
全
般
警
醒
ノ

上
ニ
多
大
ノ
効
果
ア
ル
ベ
キ
ヲ
信
ジ
、
茲
ニ
本
請
願
ヲ
提
出
ス

ル
次
第
」
と
し
て
、
改
善
が
急
が
れ
る
人
心
の
向
上
と
思
想
の

健
全
に
あ
た
っ
て
は
、「
思
想
界
ノ
先
覚
者
」・

「
勤
王
ノ
国
士
」

で
あ
る
日
蓮
聖
人
を
ほ
め
た
た
え
、
世
に
知
ら
し
め
る
こ
と
が

必
要
で
あ
り
、
そ
れ
が
国
民
全
般
の
警
鐘
に
大
き
な
効
果
が
あ

る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
日
蓮
聖
人
を
そ
の
よ
う
に
表
現
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
時
の
国
家
体
制
に
お
い
て
、「
勤
王
愛

国
」
と
「
思
想
善
導
」
の
役
割
を
担
お
う
と
す
る
日
蓮
門
下
の

行
動
が
確
認
で
き
る
。

　

つ
ま
り
、
危
機
的
な
社
会
状
況
に
お
い
て
、
日
蓮
聖
人
の
思

想
や
教
え
が
問
題
の
改
善
に
大
き
く
寄
与
す
る
と
い
う
自
覚
と

確
信
を
も
っ
て
、
政
府
に
対
し
て
強
く
は
た
ら
き
か
け
た
の
で

あ
る
。
日
蓮
主
義
が
社
会
的
に
広
く
流
行
し
て
い
た
当
時
の
日

本
社
会
に
お
い
て
、
国
家
と
の
関
わ
り
を
深
く
持
つ
こ
と
で
、

日
蓮
聖
人
の
教
え
が
流
布
す
る
こ
と
を
更
に
加
速
さ
せ
よ
う
と

し
た
点
も
う
か
が
え
る
。

　

ま
た
、
同
じ
く
提
出
さ
れ
た
『
日
蓮
聖
人
一
代
略
歴
』
で
は
、

「
諌
暁
」
の
項
目
に
て
、『
立
正
安
国
論
』
の
執
筆・

進
覧
に
関

し
て
の
記
述
が
あ
り
、
そ
の
大
意
を
「
勤
王
の
大
義
を
重
ん
ず

べ
き
を
説
き
」
と
あ
り
、『
立
正
安
国
論
』
の
一
文
「
国
は
法
に

依
っ
て
昌
え
、
法
は
人
に
因
っ
て
貴
し
。
国
亡
び
人
滅
せ
ば
、

仏
を
誰
か
祟
む
べ
き
、
法
を
ば
誰
か
信
ず
べ
き
や
。
先
ず
国
家

を
祈
り
て
、
す
べ
か
ら
く
仏
法
を
立
つ
べ
し
）
11
（

」
を
引
用
し
て
、

「
法
国
相
扶
ノ
大
義
ヲ
明
カ
ス
」
と
強
調
し
て
い
る
。

　

文
応
元
年
（
一
二
六
〇
）
の
『
立
正
安
国
論
』
進
覧
と
い
う
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日
蓮
聖
人
の
行
動
を
、
六
百
五
十
年
以
上
の
月
日
を
経
た
大
師

号
請
願
当
時
の
時
代
性
と
強
く
結
び
つ
け
て
、
仏
法
よ
り
も
国

家
を
重
視
す
る
「
国
主
法
従
」
と
し
て
の
立
場
の
日
蓮
聖
人
像

を
創
り
出
し
）
11
（

、
ま
た
、
仏
法
と
王
法
と
が
互
い
に
助
け
合
う
べ

き
こ
と
を
、
日
蓮
聖
人
が
主
張
し
た
と
し
て
い
る
。

【
十
月
三
日
～
十
日
の
い
ず
れ
か
】

　

日
蓮
宗
管
長・

磯
野
日
筵
と
日
生
が
、『
選
号
の
解
説
）
11
（

』
を
内

奏
し
た
。
内
奏
し
た
正
式
な
日
時
は
不
明
で
あ
る
が
、
十
月
三

日
に
日
蓮
宗
管
長
職
が
河
合
日
辰
か
ら
磯
野
日
筵
に
代
わ
り
）
11
（

、

十
月
十
日
に
宮
内
庁
よ
り
大
師
号
宣
下
の
通
知
が
あ
っ
た
こ
と

か
ら
）
11
（

、
こ
の
間
に
内
奏
し
た
文
書
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
。

　
『
選
号
の
解
説
』
の
内
容
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
は
、
日
蓮
聖

人
遺
文
の
す
べ
て
を
総
評
し
た
と
き
に
、『
立
正
安
国
論
』
あ
る

い
は
『
立
正
観
抄
』
が
そ
の
主
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。

　

今
日
ま
で
伝
承
さ
れ
『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
に
収
録

さ
れ
て
い
る
日
蓮
遺
文
に
お
い
て
、
名
称
に
「
立
正
」
の
意
を

含
む
遺
文
は
『
立
正
安
国
論
』・

『
顕
立
正
意
抄
）
11
（

』
の
二
点
の
み

で
あ
る
。
真
蹟
の
有
無
か
ら
い
え
ば
、『
立
正
安
国
論
』
の
み
で

あ
る
。
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
て
、
日
蓮
聖
人
の
生
涯
や
思
想
を
二

文
字
で
表
現
す
る
と
「
立
正
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
日
蓮

聖
人
と
『
立
正
安
国
論
』
を
強
く
結
び
つ
け
て
解
釈
し
た
と
も

い
え
る
。

　

そ
の
『
立
正
安
国
論
』
の
大
意
に
つ
い
て
、「
正
法
ヲ
興
立
シ

テ
、
国
家
ノ
泰
平
ヲ
期
シ
、
殊
ニ
国
体
ヲ
尊
崇
シ
勤
王
ノ
大
義

ヲ
力
説
ス
」
と
あ
り
、
当
時
の
国
民
思
想
や
文
化
が
天
皇
制
の

も
と
で
厳
し
く
統
制
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
、
ま
た
、

国
家
主
義・

天
皇
主
義
の
思
想
に
基
づ
く
日
蓮
聖
人
像
を
生
み

出
し
て
い
る
。
先
学
に
依
れ
ば
、
こ
れ
を
「
国
体
宗
学
形
成
」

と
い
う
の
で
あ
る
）
11
（

。

　

ま
た
『
立
正
観
抄
』
に
つ
い
て
は
、「
信
仰
ト
知
識
ト
ノ
合
一

ヲ
説
キ
、
最
高
ノ
智
慧
ト
最
善
ノ
信
仰
ト
ヲ
究
竟
合
一
シ
タ
ル

処
ニ
、
宗
旨
ノ
生
命
ヲ
立
ツ
」
と
説
き
、
当
時
、
早
急
に
解
決

す
べ
き
で
あ
っ
た
人
心
の
向
上
や
思
想
の
健
全
と
い
う
社
会
問

題
と
、
日
蓮
聖
人
の
思
想
を
強
く
結
び
つ
け
て
い
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
。
く
わ
え
て
、「
正
観
ハ
即
チ
是
レ
立
正
安
国
ノ
大
本

ナ
リ
」
と
あ
り
、
正
し
く
物
事
を
観
る
こ
と
は
立
正
安
国
の
大

本
で
あ
る
と
も
説
い
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
法
華
経
法
師
功
徳
品
の
経
文
「
若
し
俗
間
の
経
書・

治
世
の
語
言・

資
生
の
業
等
を
説
か
ん
も
皆
正
法
に
順
ぜ
ん
）
11
（

」

を
引
用
し
て
、
世
俗
の
こ
と
を
説
く
も
す
べ
て
正
し
い
教
え
に
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沿
っ
て
い
る
こ
と
を
明
か
し
、
世
法
と
仏
法
と
が
合
わ
さ
る
こ

と
の
意
義
を
強
調
し
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、「
日
蓮
聖
人
＝
立
正
」
と
の
方
程
式
が
確
立
さ
れ
、

そ
れ
に
も
と
づ
い
て
社
会
に
関
わ
り
合
い
を
持
と
う
と
努
め
た

日
蓮
門
下
の
思
い
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。「
法
国
冥
合
論
」
を
強

調
し
て
天
皇
制
に
奉
仕
し
、
思
想
善
導
に
参
画
す
る
日
蓮
門
下

の
提
出
し
た
教
義
的
論
拠
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
見
解
を
、

「
天
皇
制
日
蓮
主
義
」
と
い
う
先
師
の
指
摘
も
み
ら
れ
る
）
11
（

。

【
十
月
十
日
】

　

宮
内
庁
よ
り
、『
通
牒
）
1（
（

』
が
通
達
さ
れ
た
。

　

 

日
蓮
宗
宗
祖
日
蓮
ヘ
諡
号
宣
下
候
間
来
ル
十
三
日
午
前
十
時
参

省
可
有
之
候
也

　
　
　

大
正
十
一
年
十
月
十
日

 

宮　
　

内　
　

省

顕
本
法
華
宗
管
長　
　

本
多
日
生
殿

　

宮
内
庁
か
ら
、
大
師
号
宣
下
に
お
け
る
中
心
的
な
役
割
を
果

た
し
た
日
生
に
あ
て
ら
れ
た
文
書
で
あ
り
、
三
日
後
の
十
三
日

に
大
師
号
宣
下
の
た
め
参
内
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
『
通
牒
』

は
現
在
、
顕
本
法
華
宗
総
本
山・

京
都
妙
満
寺
に
所
蔵
さ
れ
て

い
る
）
11
（

。

　

日
蓮
門
下
各
派
代
表
者
に
よ
る
協
議
の
結
果
、『
宣
下
書
』
拝

受
の
十
月
十
三
日
に
は
築
地
水
交
社
で
、
十
一
月
六
日
に
は
上

野
自
治
会
館
に
て
、
そ
れ
ぞ
れ
奉
祝
大
会
を
開
催
す
る
こ
と
を

決
定
し
た
。

　

開
催
に
向
け
て
、
奉
祝
事
務
所
を
統
一
閣
に
設
置
し
、
幹
事

と
し
て
は
磯
野
日
筵
（
日
蓮
宗
）・

阿
部
日
正
（
日
蓮
正
宗
）・

田
中
巴
之
助・

木
内
重
四
郎・

佐
藤
鐵
太
郎・

武
田
宣
明
（
日

蓮
宗
）・

井
村
日
咸
（
日
蓮
宗
）・

坂
本
要
道
（
日
蓮
宗
）・

山
川

智
応・

三
吉
顕
隆
（
本
門
法
華
宗
）・

荒
川
日
治
（
法
華
宗
、
現

在
の
陣
門
流
）・

草
野
日
淳
（
不
受
不
施
派
）
等
が
選
出
さ
れ

た
。
日
蓮
門
下
各
派
の
僧
侶
と
在
家
崇
敬
者
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
日
蓮
門
下
の
僧
俗
が
一
体
と
な
っ
て
栄

典
を
盛
り
上
げ
る
よ
う
に
努
め
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

【
十
月
十
二
日
】

　
『
時
事
新
報
』
朝
刊
に
て
、「
日
蓮
聖
人
に
立
正
大
師
の
諡
号

を
追
賜
」
と
の
題
で
報
じ
ら
れ
た
）
11
（

。

日
蓮
聖
人
に
立
正
大
師
の
諡
号
を
追
賜

（
前
略
）
他
宗
で
は
今
日
ま
で
大
抵
は
大
師
号
を
賜
っ
て
い
る
が
、

日
蓮
聖
人
は
生
誕
以
来
七
百
年
に
し
て
初
め
て
こ
の
事
が
あ
っ
た

の
で
あ
る
か
ら
、
津
々
浦
々
に
至
る
ま
で
信
徒
と
い
う
信
徒
は
感
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激
に
満
ち
て
い
る
事
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
聖
人
に
は
、
後
醍
醐
帝

の
時
に
大
菩
薩
号
の
特
許
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
今
日
他

宗
に
遅
れ
て
大
師
号
の
宣
下
が
な
か
っ
た
事
は
、
想
像
す
る
に
こ

ん
な
事
だ
っ
た
か
も
知
れ
ん
。
そ
れ
は
当
時
の
幕
府
（
北
条
氏
）

と
闘
っ
た
関
係
か
ら
ひ
と
り
継ま
ま
こ子
扱
い
を
さ
れ
、
日
蓮
を
研
究
す

る
に
も
、
ま
ず
天
台
大
師
の
著
作
三
大
部
を
見
て
か
ら
で
な
い
と

許
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
ふ
う
で
あ
る
。
し
か
る
に
日
蓮
主
義
は

即
皇
室
主
義
な
の
で
、
今
回
聖
人
の
高
徳
を
称
表
せ
ら
れ
た
事
は
、

誠
に
我
が
国
思
想
界
に
も
慶
賀
す
べ
き
事
で
あ
る
。（
後
略
）

　

大
師
号
の
宣
下
は
翌
日
に
あ
た
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
経
過

と
明
日
（
十
三
日
）
の
予
定
を
記
し
た
上
で
、
右
記
文
章
を
載

せ
て
い
る
。「
想
像
」
と
の
前
置
き
が
あ
り
な
が
ら
も
、
日
蓮
聖

人
へ
の
大
師
号
宣
下
が
他
宗
と
比
較
し
て
遅
れ
て
い
る
要
因
は
、

後
醍
醐
天
皇
か
ら
「
大
菩
薩
号
」
を
賜
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い

る
。
ま
た
、『
立
正
安
国
論
』
進
覧
を
中
心
に
鎌
倉
幕
府・

北
条

氏
と
の
関
係
性
か
ら
、
宣
下
の
対
象
と
な
れ
な
か
っ
た
と
も
あ

る
。
く
わ
え
て
日
蓮
聖
人・

日
蓮
教
学
を
研
究
す
る
に
お
い
て

は
、
天
台
三
大
部
と
い
っ
た
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
と
も
い
い
、
こ
れ
ら
の
理
由
か
ら
、「
日
蓮
主
義
＝

皇
室
主
義
」
と
し
て
宣
下
に
至
っ
た
と
の
報
道
内
容
で
あ
る
。

　

こ
の
宣
下
が
、
国
民
思
想
に
お
い
て
も
慶
賀
す
べ
き
こ
と
と

し
て
、
日
蓮
教
団
側
の
理
解
と
国
家・

国
民
側
の
受
容
姿
勢
に

お
い
て
も
、
大
き
な
相
違
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

【
十
月
十
三
日
】

　

日
蓮
門
下
八
派
の
管
長
（
ま
た
は
代
理
人
）
が
参
内
し
た
。

日
蓮
宗
管
長・

磯
野
日
筵

日
蓮
正
宗
管
長・

阿
部
日
正

顕
本
法
華
宗
管
長・

本
多
日
生

本
門
法
華
宗
管
長・

尾
崎
日
暲

本
門
宗
管
長
瀬
島
日
済
（
代
理・

井
上
日
光
）

法
華
宗
管
長・

津
田
日
彰
（
代
理・

荒
川
日
治
）

本
妙
法
華
宗
管
長・

清
瀬
日
守
（
代
理・

蓮
池
順
良
）

日
蓮
宗
不
受
不
施
派
管
長・

釈
日
解
（
代
理・

鷲
日
輝
）

　

右
記
の
八
氏
が
参
内
し
た
が
、（　

）
内
に
て
代
理
を
示
し
た

教
団
は
、
管
長
代
理
者
が
参
内
し
て
い
る
。
ま
た
、
不
受
不
施

講
門
派
は
参
内
し
な
か
っ
た
）
11
（

。
こ
こ
で
宮
内
大
臣・

牧
野
伸
顕

よ
り
、『
宣
下
書
』・

『
添
状
』
を
拝
受
す
る
。
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《『
宣
下
書
）
11
（

』
全
文
》

 

日　

蓮　
　
　

諡
立
正
大
師

　
　

大
正
十
一
年
十
月
十
三
日

 

宮
内
大
臣
従
二
位
勲
一
等
牧
野
伸
顕
奉

《『
添
状
）
11
（

』
全
文
》

第
五
七
一
号
）
11
（

 

日
蓮
宗
各
派
管
長　

今
般　

特
旨
ヲ
以
テ
其
宗
宗
祖
日
蓮
ヘ
大
師
号

宣
下
候
事

　
　

大
正
十
一
年
十
月
十
三
日

 

宮　

内　

省　
　

　

参
内
後
、
築
地
水
交
社
で
「
奉
戴
式
）
11
（

」
が
挙
行
さ
れ
、
日
蓮

宗
管
長・

磯
野
日
筵
の
発
声
に
よ
る
『
法
華
経
』
如
来
寿
量
品

偈
の
読
経
お
よ
び
唱
題
が
あ
り
、
続
け
て
日
生
が
代
表
し
て
『
大

師
号
宣
下
欽
戴
疏
）
11
（

』
を
捧
読
し
た
。

　
『
欽
戴
疏
』
に
は
、「
的
シ
ク
本
化
大
聖
ノ
曾
テ
佛
囑
ヲ
掲
テ

「
立
正
」
ト
呼
ビ
タ
ル
ニ
合
ス
」
と
、
ま
た
「
嗚
呼
、
文
應
立
正

ノ
妙
名
、
今
移
シ
テ
天
子
ノ
聲
ヨ
リ
出
ヅ
。
勅
賜
ノ
撰
號
、
其

義
至
レ
ル
哉
。
滅
後
六
百
四
十
年
、
大
正
ノ
聖
代
ニ
於
テ
、
忽

チ
ニ
此
盛
儀
ニ
遭
フ
。
是
レ
日
本
國
家
ガ
昉
メ
テ
塔
中
別
付
ノ

法
華
経
ヲ
公
認
セ
ル
最
初
ノ
接
觸
ナ
リ
」
と
あ
っ
て
、
文
応
元

年
（
一
二
六
〇
）
に
日
蓮
聖
人
が
進
覧
し
た
『
立
正
安
国
論
』

が
、
大
正
を
迎
え
た
今
に
時
代
は
変
わ
れ
ど
も
六
百
四
十
年
の

月
日
を
経
て
天
皇
に
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
法
悦
と
し
、
さ
ら
に

天
皇
よ
り
降
賜
さ
れ
た
大
師
号
が
『
立
正
安
国
論
』
の
意
義
そ

の
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
日
本
国
家
が
、
日
蓮
聖

人・

法
華
経
、
そ
し
て
『
立
正
安
国
論
』
を
公
認
し
た
こ
と
で

あ
る
と
も
強
調
し
て
い
る
。

　

当
時
の
国
家
体
制
を
見
る
に
、
天
皇
絶
対
主
義
で
あ
り
、
国

民
が
天
皇
制
の
も
と
に
統
制
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
を
ふ
ま

え
る
と
、
天
皇
か
ら
大
師
号
を
宣
下
さ
れ
た
こ
と
は
、
天
皇
は

も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
日
本
の
国
家・

国
民
全
体
か
ら
認
め
ら
れ

た
こ
と
と
同
様
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
『
欽
戴
疏
』
に
お
い
て
、「
立
正
大
師
門
下
」
と
の
語
句

が
初
め
て
用
い
ら
れ
た
。
こ
れ
以
降
、
日
蓮
門
下
は
同
時
に
「
立

正
大
師
門
下
」
と
も
呼
称
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
立
正

大
師
門
下
は
、
日
蓮
聖
人
の
門
下
で
あ
る
と
同
時
に
、
天
皇
と
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臣
民
の
関
係
性
か
ら
考
え
れ
ば
皇
恩
に
答
え
る
こ
と
を
表
明
し

た
集
団
に
な
っ
た
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
式
典
に
あ
た
っ
て
、
智
学
は
「
大
聖
人
の
精
神
的
呼
称

に
対
し
て
、
朝
廷
が
国
家
を
代
表
し
て
、
茲
に
分
明
に
裏
書
き

さ
れ
た
の
が
、
此
の
大
師
号
宣
下
で
あ
る
と
解
し
て
可
い
と
思

ひ
ま
す
）
11
（

」
と
述
べ
た
。
こ
れ
は
、
天
皇
制
に
基
づ
い
て
活
動
を

展
開
さ
せ
て
い
く
日
蓮
教
団
が
、
国
家
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る

こ
と
へ
の
期
待
と
も
い
え
る
。

【
十
月
十
四
日
】

　

昨
日
の
式
典
の
模
様
が
、『
東
京
朝
日
新
聞
』
夕
刊
で
「
水
交

社
で
大
師
号
追
賜
奉
戴
式
」
と
の
題
に
て
報
じ
ら
れ
た
）
1（
（

。

水
交
社
で
大
師
号
追
賜
奉
戴
式
行
わ
れ
る

　

大
師
号
追
賜
に
加
藤
子
不
遇
を
説
く　

日
蓮
聖
人
の
大
師
号
追

賜
奉
戴
式
は
十
三
日
午
前
十
一
時
半
、
築
地
の
水
交
社
で
挙
げ
ら

れ
た
。
品
川
の
海
を
控
え
た
一
室
に
は
法
華
八
宗
門
下
の
僧
侶
が
、

き
ょ
う
を
晴
れ
の
式
に
美
し
い
袈
裟
を
纏
う
て
参
列
す
る
。（
中

略
）
午
前
十
一
時
、
宣
下
書
を
奉
戴
に
参
内
し
た
本
多
日
生
外
三

師
の
各
派
管
長
が
戻
る
と
、
玄
関
口
に
は
紫
の
袈
裟
を
着
け
た
管

長
四
名
そ
の
他
が
出
迎
え
て
長
い
廊
下
を
式
場
へ
進
ん
だ
。
来
賓

席
に
は
同
門
の
加
藤
高
明
子
、
小
笠
原
長
生
子
、
木
内
重
四
郎
氏

な
ど
の
外
に
日
蓮
讃
仰
の
大
迫
大
将
、
佐
藤
鉄
太
郎
中
将
等
も
加

わ
り
、
加
藤
子
の
影
に
政
友
会
の
海
江
田
代
議
士
が
控
え
て
居
っ

た
。
式
は
本
多
師
の
奉
戴
文
朗
読
が
済
ん
で
、
加
藤
高
明
子
、
大

迫
大
将
が
来
賓
を
代
表
し
て
祝
辞
を
述
べ
た
。
大
迫
大
将
は
、「
日

蓮
の
大
師
追
号
は
吾
等
に
進
む
道
を
教
え
た
も
の
だ
」
と
言
え
ば
、

加
藤
子
は
「
あ
ら
ゆ
る
圧
迫
と
艱
難
を
冒
し
て
、
自
ら
信
ず
る
道

を
枉ま

げ
な
か
っ
た
の
が
日
蓮
で
あ
る
」
と
受
難
時
代
の
不
遇
な
日

蓮
を
説
く
所
、
政
界
に
不
遇
な
い
ま
の
加
藤
子
自
ら
の
愬う
つ
たえ
と
も

思
わ
れ
て
、
法
座
に
列
し
た
人
は
し
き
り
に
数
珠
を
つ
ま
ぐ
る
。

（
後
略
）

【
十
月
二
十
二
日
】

　
「
立
正
大
師
」
諡
号
宣
下
が
順
風
満
帆
に
進
め
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
見
え
た
が
、
こ
こ
に
来
て
反
対
の
意
を
唱
え
る
者
が
表
面

化
し
た
。
立
正
大
学
教
授・

田
邊
善
知
（
以
下
、
田
邊
）
が
、

『
中
外
日
報
』
に
次
の
よ
う
な
寄
稿
を
し
て
い
る
。

大
師
号
宣
下
に
つ
い
て
（
日
蓮
の
価
値
は
半
減
し
た
）
11
（

）

　

我
輩
は
十
月
十
日
に
始
め
て
日
蓮
上
人
に
大
師
号
の
追
諡
が
あ

る
と
聞
い
て
自
分
の
耳
を
疑
つ
た
ほ
ど
驚
い
た
一
人
で
あ
る
。（
中

略
）
我
輩
の
信
ず
る
範
囲
に
於
て
は
、
他
の
仏
教
各
宗
の
祖
師
た

ち
は
兎
も
角
と
し
て
、
日
蓮
上
人
に
限
り
追
諡
号
の
必
要
は
永
久

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

に
無
い
の
を
本
義
と
す
る

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

。（
中
略
）

祖
師
の
遺
さ
れ
た
教
義
信
条
中
に
は
国
家
に
対
す
る
救
済
の
目
的

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

を
達
す
る
と
否
と
に
拘
は
ら
ず
教
徒
の
分
際
と
し
て
至
尊
に
対
し

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6
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奉
り
祖
師
の
追
諡
号
要
望
を
許
す
や
う
な
名
誉
欲
を
包
蔵
し
て
は

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

居
ら
な
い

6

6

6

6

。（
中
略
）
平
民
的
日
蓮
の
特
長
を
奪
つ
て
貴
族
化
さ

せ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
民
衆
的
時
代
の
逆
行
と
も
な
り
、
日
蓮
の

8

8

8

真
価
は
寧
ろ
半
減
す
る

8

8

8

8

8

8

8

8

8

。
嗟
嘆
、
立
正
大
師
の
諡
号
、
我
等
教
徒

と
し
て
祝
す
べ
き
か
否
か
。
敢
て
教
徒
の
猛
省
を
促
す
。

　

紙
面
の
都
合
上
、
全
文
の
掲
載
は
か
な
わ
な
い
が
、
筆
者
な

り
に
田
邊
が
反
対
し
ら
理
由
を
整
理
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

① 

日
蓮
聖
人
の
教
義
と
信
条
に
反
し
て
い
る

　

② 

一
部
の
日
蓮
門
下
僧
俗
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
、
そ
れ
ら
の

人
物
の
名
誉
欲
で
し
か
な
い

　

③
日
蓮
聖
人
を
「
貴
族
化
」
さ
せ
る
こ
と
と
な
る

　

日
生
と
智
学
が
、
日
蓮
門
下
各
派
管
長
と
接
触
し
て
進
め
た

こ
と
で
、
日
蓮
門
下
全
体
と
い
う
よ
り
は
、
一
部
の
役
職
等
を

有
す
る
門
下
の
強
い
思
い
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
大
学
教
授
等
を
含
む
学
者
に
対
し
て
は
、
諮
問
や
報
告
が

お
こ
な
わ
れ
ず
、
ま
た
日
蓮
聖
人
の
教
え
に
反
す
る
こ
と
と
な
っ

て
し
ま
う
。
く
わ
え
て
、
庶
民
と
と
も
に
歩
ま
れ
た
日
蓮
聖
人

の
イ
メ
ー
ジ
を
大
き
く
変
え
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
理

由
か
ら
反
対
の
意
を
唱
え
、
大
師
号
宣
下
を
進
め
た
人
物
ら
に

猛
省
す
る
こ
と
を
促
す
内
容
で
あ
る
。

　

先
学
も
、「
民
衆
仏
教
の
元
祖
で
あ
る
日
蓮
聖
人
に
大
師
号
を

要
請
す
る
の
は
、
日
蓮
聖
人
を
貴
族
化
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、

宗
祖
の
本
意
に
背
く
行
為
」
と
の
主
張
を
見
落
と
し
て
は
い
け

な
い
と
指
摘
し
て
い
る
）
11
（

。
こ
の
対
象
と
な
る
日
蓮
聖
人
は
、
ま

さ
し
く
こ
の
田
邊
と
同
様
の
見
解
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

【
十
一
月
六
日
】

　

上
野
自
治
会
館
に
て
、「
立
正
大
師
諡
号
宣
下
奉
祝
会
）
11
（

」
が
挙

行
さ
れ
、
約
二
千
五
百
人
の
日
蓮
門
下
僧
俗
が
集
結
し
た
。
正

面
に
日
蓮
聖
人
の
水
鏡
御
影
が
奉
掲
さ
れ
、
ま
た
『
賜
号
宣
下

書
』
が
奉
安
さ
れ
た
。
こ
れ
に
正
対
し
て
日
蓮
門
下
各
派
管
長

が
着
座
、
そ
の
左
右
に
は
各
界
の
来
賓
や
日
蓮
門
下
の
名
士
ら

が
着
席
し
た
。
陸
軍
戸
山
学
校
軍
楽
隊
の
奏
楽
の
後
、
四
百
名

の
日
宗
大
学
学
生
に
よ
る
慶
讃
歌
、
国
柱
会
雅
楽
部
の
雅
楽
演

奏
に
続
い
て
、
日
蓮
宗
管
長・

磯
野
日
筵
の
発
声
に
て
『
法
華

経
』
如
来
寿
量
品
偈
の
読
経
と
唱
題
、
ま
た
日
生
に
よ
る
『
奉

戴
文
』
の
奉
読
が
さ
れ
た
。

　

こ
の
式
典
に
あ
わ
せ
て
、
日
蓮
門
下
各
派
管
長
の
連
名
に
て

各
宗
門
の
僧
侶
に
対
し
『
訓
示
）
11
（

』
が
出
さ
れ
た
。
先
学
に
依
れ

ば
、
こ
の
『
訓
示
』
も
日
生
の
執
筆
と
推
測
さ
れ
て
い
る
）
11
（

。
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「
我
等
立
正
大
師
門
下
ノ
僧
俗
ハ
愈
々
益
々
精
励
シ
テ
追
賞
ノ

聖
旨
ニ
奉
答
シ
立
正
大
師
ノ
遺
教
ヲ
発
揚
シ
以
テ
立
正
安
国
ノ

実
現
ヲ
期
シ
進
ン
デ
理
想
的
文
化
ノ
建
設
ニ
寄
与
セ
ズ
ン
バ
ア

ラ
ズ
。
而
シ
テ
、
此
責
任
ヲ
全
ウ
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
先
ヅ
各
派

ノ
融
合
ヲ
念
ト
シ
僧
俗
ノ
異
体
同
心
ヲ
重
ン
ジ
清
新
ナ
ル
時
代

適
応
ノ
教
化
ヲ
盛
ニ
シ
此
好
機
ヲ
一
転
期
ト
シ
テ
舊
来
ノ
陋
習

ヲ
脱
却
セ
ズ
ン
バ
ア
ラ
ズ
」
と
あ
り
、「
各
派
ノ
融
合
」
の
必
要

性
を
強
調
し
て
い
る
。

　
「
立
正
安
国
」
の
理
想
的
世
界
を
実
現
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

「
各
派
ノ
融
合
＝
門
下
の
統
合
」
が
第
一
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、「
時
代
適
応
ノ
教
化
」
と
い
う
一
節
は
、
明
ら
か
に
当

時
の
社
会
状
況
に
お
い
て
思
想
善
導
の
役
割
を
担
お
う
と
す
る

日
蓮
教
団
の
姿
勢
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

【
十
一
月
二
十
一
日
】

　

身
延
山
久
遠
寺
に
『
宣
下
書
』
を
奉
送
す
る
た
め
、
日
蓮
門

下
各
派
管
長
や
宗
門
関
係
者
、
役
職
者
は
、
前
日
の
臨
時
列
車

を
利
用
し
て
登
山
し
た
。
日
蓮
宗
管
長・

磯
野
日
筵
が
日
蓮
聖

人
の
御
廟
所
に
て
『
奉
戴
文
』
を
言
上
し
、
そ
の
後
に
祖
師
堂

に
て
法
会
を
営
み
、
身
延
山
久
遠
寺
法
主・

小
泉
日
慈
に
『
宣

下
書
』
を
渡
し
た
。
こ
の
式
典
に
は
、
皇
室
か
ら
秩
父
宮
殿
下

が
参
拝
し
た
と
の
記
録
も
確
認
で
き
る
）
11
（

。

【
大
正
十
二
年
九
月
五
日
】

　

こ
の
日
に
刊
行
さ
れ
た
『
本
化
聖
讃
歌
』
に
て
、
大
師
号
が

宣
下
さ
れ
た
こ
と
を
記
念
し
て
つ
く
ら
れ
た
「
勅
諡
立
正
大
師

奉
讃
歌
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

畏か
し
こき
か
な
や
天す
め
ろ
ぎ皇
の　
　
　
　
　

宣の

ら
し
た
ま
へ
る
大お
ほ

み
号な

を

千ち

代よ

に
八や

ち

よ
千
代
に
君き
み

が
代よ

の　
　

瑞み
あ
か
し徴
と
し
て
い
ざ
さ
ら
ば

萬よ
ろ
づ
よ年
ま
で
も
讃た
ゝ

へ
て
む　
　
　
　

あ
ゝ
吾わ

が
聖み
お
や祖
わ
が
大ひ
じ
り師
）
11
（

　

こ
れ
は
、
帰
依
す
べ
き
日
蓮
聖
人
へ
の
信
仰
を
表
明
す
る
と

同
時
に
、
そ
の
日
蓮
聖
人
に
大
師
号
を
宣
下
し
た
天
皇
に
対
す

る
讃
美
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
内
容
と
も
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な

和
歌
が
作
ら
れ
た
こ
と
は
文
献
か
ら
確
認
で
き
る
が
、
ど
の
よ

う
な
人
物
が
和
歌
を
作
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
で
は

な
い
。
た
だ
、
大
師
号
宣
下
を
讃
歎
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
日

蓮
門
下
僧
俗
で
あ
る
こ
と
は
推
測
で
き
る
。

　

以
上
、「
立
正
大
師
」
諡
号
宣
下
に
お
け
る
日
蓮
門
下
の
動
向

を
確
認
し
て
き
た
。
こ
の
中
心
人
物
と
な
っ
た
日
生
を
顕
彰
す

る
事
業
も
、
戦
後
に
な
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
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昭
和
四
十
二
年
（
一
九
六
七
）
十
月
十
三
日
に
、
大
師
号
宣

下
に
て
大
き
く
活
躍
し
た
日
生
を
顕
彰
し
て
、
身
延
山
久
遠
寺

「
三
門
」
付
近
に
、「
本
多
日
生
上
人
」
像
が
建
立
さ
れ
た
。
こ

の
年
は
、
日
生
の
生
誕
か
ら
百
年
の
節
目
に
あ
た
り
、
そ
の
碑

文
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

本
多
日
生
上
人
銘

（
前
略
）
明
治
大
正
昭
和
の
三
代
に
亘
り
広
く
教
化
を
興
し
純
正

日
蓮
主
義
を
宣
揚
し
門
下
の
統
合
を
図
る
就
中
立
正
大
師
師
号
宣

下
に
関
す
る
法
勲
は
永
遠
に
光
彩
を
放
つ
（
後
略
）

　

こ
の
碑
文
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、「
立
正
大
師
」
諡
号

宣
下
に
お
い
て
は
、
日
生
が
き
わ
め
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し

た
と
い
え
、
後
世
に
ま
で
語
り
継
が
れ
て
い
く
事
蹟
と
い
え
る

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
顕
本
法
華
宗
の
僧
侶
で
あ
る
日
生
の
像
を

日
蓮
宗
の
寺
院
に
建
立
し
た
こ
と
は
、
特
筆
す
べ
き
で
あ
る
。

九
、「
立
正
大
学
」
と
「
立
正
大
師
」
の
関
連
に
つ
い
て

　

大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
）
五
月
十
七
日
に
、
大
学
令
に
よ

る
認
可
を
受
け
て
「
日
蓮
宗
大
学
」
か
ら
「
立
正
大
学
」
へ
と

改
名・

昇
格
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
同
年
六
月
十
三
日
の
『
朝

日
新
聞
』
夕
刊
は
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。

日
宗
大
記
念
祭　

立
正
大
学
と
改
名

府
下
大
崎
の
日
蓮
宗
大
学
は
去
月
十
七
日
文
部
省
令
で
昇
格
し
、

（
中
略
）
尚
同
校
は
一
昨
年
皇
室
か
ら
日
蓮
上
人
に
宣
下
さ
れ
た

立
正
大
師
の
称
号
に
因
ん
で
爾
今
立
正
大
学
と
改
名
す
る
と

　
「
立
正
大
学
」
と
改
称・

昇
格
し
た
こ
と
を
報
じ
て
い
る
が
、

そ
の
名
称
が
二
年
前
に
日
蓮
聖
人
へ
宣
下
さ
れ
た
「
立
正
大
師
」

に
因
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
内
容
を
、
大
衆
紙
が
報
じ

た
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
名
称
の
根
幹
を
た
ず
ね
れ
ば
、
大
学
名
の

「
立
正
」
も
、
大
師
号
の
「
立
正
」
も
、『
立
正
安
国
論
』
に
関

わ
っ
て
い
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
。
た
だ
、
大
学
名
と
大
師
号

宣
下
の
直
接
的
な
関
連
性
に
つ
い
て
、
大
衆
新
聞
が
報
じ
た
こ

と
は
特
筆
す
べ
き
で
あ
り
、
検
討
の
余
地
が
あ
ろ
う
。

　
「
立
正
大
学
」
の
名
称
に
関
す
る
日
蓮
教
団
側
の
見
解
に
つ
い

て
考
察
す
る
こ
と
も
、
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

十
、
む
す
び
に

　

以
上
、「
立
正
大
師
」
諡
号
宣
下
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
き

た
。
大
師
号
の
宣
下
に
つ
い
て
、
特
に
主
要
な
二
氏
の
見
解
を

も
と
に
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　

智
学
が
「
法
華
経
と
国
家
と
の
因
縁
は
、
建
長・

文
永
の
昔
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に
根
を
発
し
て
、
明
治・

大
正
の
日
蓮
主
義
に
花
を
咲
か
せ
、

未
来
に
世
界
統
一
と
し
て
実
を
結
ぶ
の
で
あ
る
。
そ
の
第
一
歩

こ
そ
が
、
立
正
大
師
の
降
賜
か
ら
始
ま
る
）
11
（

」
と
、
ま
た
日
生
が

「
国
家
を
代
表
す
る
国
家
を
統
治
し
た
ま
ふ
と
こ
ろ
の
天
皇
陛
下

が
、
国
民
に
な
り
代
つ
て
日
蓮
聖
人
に
『
立
正
大
師
』
と
い
ふ

号
を
お
下
し
に
な
っ
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
即
ち
国
民
が
日
蓮
聖

人
に
向
つ
て
接
触
す
る
と
こ
ろ
の
途
を
開
か
れ
た
る
も
の
で
あ

る
）
11
（

」
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
二
氏
の
発
言
は
、
国
民
に
対
し
て
日
蓮
聖
人
の
思
想
や

教
え
が
ひ
ろ
ま
る
こ
と
を
進
め
る
た
め
の
第
一
歩
が
、
天
皇
に

よ
る
大
師
号
の
宣
下
、
つ
ま
り
は
国
家・
国
民
に
よ
る
公
認
で

あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
日
蓮
門
下
各
派
の
一
致
統
合
を
進
め
た
い
日
生
に
と
っ

て
は
、
そ
の
た
め
の
手
段
と
し
て
の
大
師
号
宣
下
で
も
あ
っ
た
）
1（
（

。

し
か
し
、
大
師
号
宣
下
の
対
象
と
な
っ
た
「
日
蓮
聖
人
」
は
、

立
正
安
国
の
実
現
を
め
ざ
し
て
国
家
諌
暁
を
お
こ
な
っ
た
日
蓮

聖
人
で
は
な
く
、
神
儒
仏
の
三
道
を
融
合
し
勤
王
の
大
義
を
絶

叫
し
た
熟
誠
な
る
勤
王
愛
国
者
で
あ
り
、
思
想
善
導
の
先
覚
者

と
し
て
国
家・

国
民
か
ら
期
待
さ
れ
た
日
蓮
聖
人
で
あ
る
）
11
（

。
こ

れ
は
、
今
日
の
我
々
と
は
大
き
く
異
な
る
理
解
で
あ
る
が
、
当

時
の
解
釈
と
し
て
は
当
然
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
「
立
正
大
師
」
諡
号
宣
下
は
、
日
蓮
門
下
が
『
立
正
安
国
論
』

を
は
じ
め
と
す
る
日
蓮
聖
人
遺
文
を
用
い
て
、
日
蓮
聖
人
の
行

動
と
宣
下
当
時
の
時
代
性
を
合
致
さ
せ
て
、
そ
れ
を
も
と
に
進

め
た
出
来
事
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
法
国
冥
合・

国
体
順

守・

国
民
の
思
想
善
導
へ
の
利
用
に
も
通
ず
る
こ
と
と
な
っ
た
。

勤
王
愛
国
の
日
蓮
聖
人
像
を
創
り
出
し
、
ま
た
そ
れ
を
受
け
継

ぐ
日
蓮
門
下
が
国
家・

国
民
に
よ
っ
て
公
認
さ
れ
た
こ
と
と
も

い
え
、
こ
れ
以
降
は
「
立
正
大
師
門
下
」
と
し
て
、
公
認
を
後

ろ
盾
と
し
国
家・

国
民
に
貢
献
し
て
ゆ
く
立
場
を
と
る
こ
と
と

な
る
。

　

社
会
問
題
の
改
善
に
尽
力
し
よ
う
と
す
る
日
蓮
教
団
側
の
意

向
と
、
そ
れ
を
上
手
く
利
用
し
て
国
家
の
向
上
に
結
び
つ
け
よ

う
と
す
る
皇
室
や
政
府
側
の
思
い
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
考
え
て
み
る
と
、
大
師
号
の
宣
下
と
い
う

ひ
と
つ
の
出
来
事
が
、
①
「
天
皇・

国
家・

国
民
に
よ
る
公

認
」、
②
「
社
会・

人
民
の
思
想
改
善
」、
③
「
日
蓮
門
下
各
派

の
一
致
統
合
」
と
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
て
、
日
蓮
教
団
の
内
外

に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

　

発
案
か
ら
宣
下
ま
で
を
時
系
列
に
し
て
整
理
し
た
が
、
日
生

と
智
学
の
会
談
か
ら
日
蓮
門
下
各
派
管
長
の
参
内・

拝
受
（
大

師
号
の
宣
下
）
が
実
現
す
る
ま
で
は
お
よ
そ
七
十
日
で
あ
る
。
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こ
れ
は
、
非
常
に
速
い
ス
ピ
ー
ド
で
物
事
が
進
め
ら
れ
た
と
い

え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
九
年
後
の
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
に
日

蓮
聖
人
六
百
五
十
遠
忌
に
あ
わ
せ
て
進
め
ら
れ
た
「
立
正
」
勅

額
降
賜
に
お
い
て
は
、
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）
四
月
か
ら
翌

年
十
月
ま
で
の
一
年
半
程
度
を
要
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た

だ
、
こ
れ
ら
の
相
違
か
ら
、
大
師
号
宣
下
が
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に

早
急
に
進
め
ら
れ
、
ま
た
実
現
を
迎
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
事
案
で
あ
る
と
考
え
た
門
下
の
理
解
を
、
あ
ら
た
め
て
知
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

今
後
の
研
究
課
題
と
し
て
は
、
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
の

「
立
正
」
勅
額
降
賜
に
対
す
る
考
察
、
近
現
代
に
宣
下
さ
れ
た
他

宗
の
事
例
と
「
立
正
大
師
」
諡
号
宣
下
と
の
比
較
が
挙
げ
ら
れ

る
。

　

な
お
、
大
師
号
宣
下
の
考
察
を
進
め
る
過
程
で
、
石
川
康
明

稿
「
近
代
日
蓮
主
義
の
思
想
と
行
動
―
大
正
末
～
昭
和
前
期
に

お
け
る
日
蓮
宗
の
動
向
―
」（
昭
和
四
十
五
年・

『
現
代
宗
教
研

究
所
所
報
』
四
号
所
収・

日
蓮
宗
宗
務
院
）、
石
川
教
張
稿
「
大

師
号
宣
下
と
宗
祖
六
百
五
十
遠
忌
」（
平
成
八
年・

『
日
蓮
宗
の

近
現
代
―
他
教
団
対
応
の
あ
ゆ
み
』
所
収・

日
蓮
宗
宗
務
院
）

に
お
い
て
、『
勅
諡
立
正
大
師
』（
日
蓮
宗
宗
務
院
刊
行
）
と
い

う
文
献
の
引
用
が
み
ら
れ
た
。
立
正
大
学
情
報
メ
デ
ィ
ア
セ
ン

タ
ー
（
品
川
図
書
館
）
を
通
じ
て
関
係
機
関
に
問
い
合
わ
せ
る

も
、
今
般
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
所
蔵
の
確
認
に
至
ら
な
か
っ

た
。
今
後
も
継
続
し
て
調
査
し
、
文
献
の
閲
覧
が
で
き
る
こ
と

を
願
う
次
第
で
あ
る
。

註（
１
） 

磯
野
本
精
著
『
日
蓮
聖
人
遺
文
全
集
講
義
』
三
巻
（
昭
和
八

年・

大
輪
閣
）
五
頁
に
「
安
国
論
は
訴
状
な
る
が
故
に
之
を
除

き
て
、
其
の
代
り
に
此
守
護
国
家
論
を
加
へ
て
五
大
部
と
す
る

と
も
云
ふ
」
と
あ
る
。「
五
大
部
」
の
解
釈
に
は
、
ど
の
遺
文
を

含
む
の
か
と
し
て
種
々
の
議
論
が
あ
る
。
だ
が
、
茂
田
井
教
亨

著
『
日
蓮
の
法
華
経
観
』（
昭
和
五
十
五
年・

佼
成
出
版
社
）
一

九
頁
に
依
れ
ば
、『
守
護
国
家
論
』
を
「
五
大
部
」
に
い
れ
る
説

に
つ
い
て
、
今
日
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
て
い
な
い

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
２
） 

北
尾
日
大
著
『
日
蓮
聖
人
遺
文
全
集
講
義
』
四
巻
（
昭
和
七

年・

大
輪
閣
）
一
九
頁

（
３
） 

拙
稿
「
近
現
代
の
日
蓮
宗
教
学
史
に
み
る
『
立
正
安
国
論
』

注
釈
書
の
検
討
」（『
日
蓮
教
学
研
究
所
紀
要
』
四
十
一
号
所
収・

平
成
二
十
六
年
三
月
）
に
お
い
て
は
、
八
十
四
点
の
『
立
正
安

国
論
』
注
釈
書
、
ま
た
は
そ
れ
に
準
ず
る
文
献
を
確
認
し
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に
お
よ
そ
十
点
の
採
録
漏
れ
が
あ

る
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。
今
後
、
補
訂
す
る
こ
と
と
し
た
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い
。

（
４
） 『
新
国
史
大
年
表
』
七
巻
（
平
成
二
十
三
年・

国
書
刊
行
会
）

五
三
二
頁

（
５
） 『
日
本
国
語
大
辞
典
』
二
版
六
巻
（
平
成
十
三
年・

小
学
館
）

六
一
一
頁

（
６
） 　

同
右

（
７
） 『
日
本
史
必
携
』（
平
成
十
八
年・

吉
川
弘
文
館
）
六
八
三
～

六
八
五
頁
に
依
る
と
、
寛
元
二
年
（
一
二
四
四
）
に
法
然
に
対

し
て
「
通
明
国
師
」
と
宣
下
し
た
の
が
始
ま
り
で
あ
る
。
以
来
、

七
六
人
に
対
し
て
一
〇
六
の
国
師
号
が
宣
下
さ
れ
て
い
る
が
、

日
蓮
教
団
の
僧
侶
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
臨
済
宗
や
曹
洞
宗
が
、

圧
倒
的
に
多
い
。
こ
の
う
ち
、
九
人
は
大
師
号
の
宣
下
と
重
複

し
て
い
る
。

（
８
） 『
日
本
史
必
携
』
六
八
五
～
六
九
二
頁
に
依
る
と
、
正
安
三
年

（
一
三
〇
一
）
に
山
叟
慧
雲
に
「
仏
智
禅
師
」
と
宣
下
し
た
の
が

始
ま
り
で
あ
る
。
以
来
、
三
八
二
人
に
対
し
て
三
八
二
の
禅
師

号
が
宣
下
さ
れ
て
い
る
。
一
人
に
対
し
て
、
一
つ
の
号
の
み
と

推
測
で
き
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
禅
宗
の
僧
侶
の
み
で
あ

り
、
日
蓮
教
団
の
僧
侶
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

（
９
） 

浄
土
宗
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「http://jodo.or.jp/jodoshu/

index5.htm
l

」

（
10
） 

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
で
は
、
平
成
十
九
年
九
月
十
三
～
二
十

日
に
わ
た
っ
て
開
催
さ
れ
た
「
第
二
八
四
回　

臨
時
宗
会
」
に

お
い
て
、
宗
制
の
改
正
が
な
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
宗
制
前
文
「
宗

祖
見
真
大
師
親
鸞
聖
人
」
と
の
文
言
を
「
本
宗
門
の
親
鸞
聖
人
」

と
改
め
、
大
師
号
を
削
除
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
明
治
天

皇
か
ら
宣
下
さ
れ
た
大
師
号
は
、
直
接
的
に
宗
門
の
成
り
立
ち

に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
と
の
見
解
か
ら
で
あ
る
。

（
11
）
二
回
目
（
法
然
の
五
百
遠
忌
）
か
ら
八
回
目
（
八
百
遠
忌
）

ま
で
は
、
五
十
年
ご
と
の
遠
忌
に
あ
わ
せ
て
宣
下
さ
れ
る
こ
と

が
慣
例
と
な
っ
て
い
る
。

（
12
） 『
公
文
類
聚
』
七
編
巻
之
六
十
三　
［
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ

ル
ア
ー
カ
イ
ブ
］

（
13
） 

明
治
十
六
年
十
月
八
日
の
内
規
が
発
令
さ
れ
た
時
点
で
あ
り
、

そ
れ
以
降
に
臨
済
宗
を
除
く
各
宗
の
宗
祖
、
ま
た
臨
済
宗
に
お

い
て
は
派
祖
に
大
師
号
が
宣
下
さ
れ
て
い
る
。

（
14
） 『
公
文
類
聚
』
七
編
巻
之
六
十
三　
［
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ

ル
ア
ー
カ
イ
ブ
］

（
15
） 　

同
右

（
16
） 『
勅
額
拝
戴
宗
祖
六
百
五
拾
遠
忌
要
録
』（
昭
和
十
一
年・

日

蓮
宗
宗
務
院
）
九
頁

（
17
） 『
法
国
冥
合
の
第
一
歩
』（
大
正
十
二
年・

天
業
民
報
社
）
一

七
頁

（
18
） 『
開
結
』
四
一
三
頁

（
19
） 『
昭
和
定
本
』
六
〇
一
頁

（
20
） 
大
師
号
に
限
定
す
れ
ば
、
す
べ
て
が
「
○
○
大
師
」
と
二
文

字
で
あ
る
。
だ
が
、「
○
○
○
○
国
師
」・

「
○
○
○
○
○
○
○
○

禅
師
」
も
確
認
で
き
、
四
文
字・

六
文
字・

八
文
字
か
ら
成
る
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諡
号
も
確
認
で
き
た
。

（
21
） 『
法
国
冥
合
の
第
一
歩
』
四
七
～
四
八
頁

（
22
） 『
本
多
日
生
上
人
』（
昭
和
六
年・

統
一
発
行
所
）
二
五
三
頁

（
23
） 『
本
多
日
生
上
人
』
二
三
三
頁

（
24
） 『
天
業
民
報
』
六
四
九
号
（
大
正
十
一
年
十
一
月
六
日・

天
業

民
法
社
）、
田
中
巴
之
助
著
『
法
国
冥
合
の
第
一
歩
』
七
～
九
頁

（
25
） 『
法
国
冥
合
の
第
一
歩
』
七
～
八
頁

 

※ 

「
果
熟
易
零
」
と
は
、
樹
の
果
が
熟
し
零
ち
る
ほ
ど
に
時
機
が

熟
し
た
と
の
意
味
で
あ
り
、
田
中
智
学
に
よ
る
術
語
で
あ
る
。

（
26
） 『
法
国
冥
合
の
第
一
歩
』
二
〇
～
二
一
頁

（
27
） 『
立
正
大
師
諡
号
奉
戴
記
事
』（
大
正
十
一
年・

日
蓮
聖
人
大

師
号
追
賜
奉
祝
事
務
所
）
一
～
五
頁

（
28
） 　

同
右　

六
～
一
四
頁

（
29
） 　

同
右　

一
五
頁

（
30
） 

大
谷
栄
一
稿
「
立
正
大
師
諡
号
宣
下
と
政
治
活
動
へ
の
進
出
」

（
平
成
十
三
年・

『
福
神
』
七
号
所
収・

福
神
研
究
所
）

（
31
） 

大
正
十
一
年
時
点
で
、
先
に
挙
げ
た
十
宗
に
お
い
て
大
師
号

を
宣
下
さ
れ
て
い
な
い
宗
派
は
、
日
蓮
宗・

時
宗・

黄
檗
宗
の

み
で
あ
る
。

（
32
） 『
昭
和
定
本
』
二
二
〇
頁

 
 

こ
の
部
分
は
、
旅
客
の
発
言
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
主
人
の
発

言
と
同
等
に
受
け
と
め
た
注
釈
や
受
容
も
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ

て
、
日
蓮
聖
人
を
「
国
主
法
従
」
の
立
場
と
し
て
確
立
す
る
た

め
の
後
ろ
盾
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
受
容
へ
の
考
察
は
、
機
会

を
あ
ら
た
め
た
い
。

（
33
） 『
立
正
安
国
論
』
の
理
解
を
め
ぐ
っ
て
、「
国
主
法
従
」
と
の

受
容
を
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
日
蓮
門
下
か
ら
の
批

判
も
確
認
で
き
て
い
る
。「
国
主
法
従
」
を
実
証
す
る
に
は
、
あ

く
ま
で
も
旅
客
の
発
言
を
引
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
、
そ

の
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

（
34
） 『
立
正
大
師
諡
号
奉
戴
記
事
』
一
八
～
二
〇
頁

（
35
） 『
日
蓮
宗
事
典
』（
昭
和
五
十
六
年・

日
蓮
宗
宗
務
院
）
一
三

二
九
～
一
三
三
〇
頁

（
36
） 『
立
正
大
師
諡
号
奉
戴
記
事
』
一
六
頁

（
37
） 『
立
正
安
国
論
』
と
『
顕
立
正
意
抄
』
の
関
連
に
つ
い
て
、
先

学
の
見
解
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。『
本
化
聖
典
大
辞
林
』
中
巻

（
大
正
九
年・

師
子
王
文
庫
）
一
三
八
四
頁
に
は
「
立
正
安
国
論

予
言
の
事
実
な
る
を
顕
し
」
と
、
浅
井
要
麟
著
『
昭
和
新
修
日

蓮
聖
人
遺
文
全
集
』
別
巻
（
昭
和
九
年・

平
楽
寺
書
店
）
二
三

四
頁
に
は
「
聖
人
は
「
立
正
安
国
論
」
の
趣
旨
を
再
び
明
ら
か

に
し
て
、
こ
の
「
顕
立
正
意
鈔
」
を
著
さ
れ
た
」
と
、『
日
蓮
宗

事
典
』
八
四
頁・

『
日
蓮
聖
人
遺
文
辞
典
』
歴
史
篇
（
昭
和
六
十

年・

身
延
山
久
遠
寺
）
三
二
一
頁
に
は
「『
立
正
安
国
論
』
の
意

を
顕
す
と
い
う
意
味
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
に
て
取
り
上

げ
る
資
料
へ
の
引
用
は
み
ら
れ
な
い
。

（
38
） 
石
川
康
明
稿
「
近
代
日
蓮
主
義
の
思
想
と
行
動
―
大
正
末
～

昭
和
前
期
に
お
け
る
日
蓮
宗
の
動
向
―
」（
昭
和
四
十
五
年・

『
現

代
宗
教
研
究
所
所
報
』
四
号
所
収・

日
蓮
宗
宗
務
院
）
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（
39
） 『
開
結
』
四
八
三
頁

（
40
） 

石
川
康
明
稿
「
近
代
日
蓮
主
義
の
思
想
と
行
動
―
大
正
末
～

昭
和
前
期
に
お
け
る
日
蓮
宗
の
動
向
―
」

（
41
） 『
立
正
大
師
諡
号
奉
戴
記
事
』
一
六
頁

（
42
） 『
近
代
社
会
と
日
蓮
主
義
』（
昭
和
四
十
七
年・

評
論
社
）
一

三
二
頁

（
43
） 『
大
正
ニ
ュ
ー
ス
事
典
』
五
巻
（
昭
和
六
十
三
年・

毎
日
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
）
五
二
五
～
五
二
六
頁
参
照

（
44
） 

不
受
不
施
講
門
派
が
参
内
し
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、

明
ら
か
と
な
ら
な
か
っ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
45
） 『
立
正
大
師
諡
号
奉
戴
記
事
』
冒
頭

（
46
） 　

同
右　

冒
頭

（
47
） 　

同
右　

冒
頭
。
鮮
明
な
写
真
で
は
な
い
た
め
、
号
数
に
つ

い
て
は
推
測
に
と
ど
ま
る
。

（
48
） 

式
典
の
名
称
は
、『
近
代
日
蓮
宗
年
表
』（
昭
和
五
十
六
年・

日
蓮
宗
宗
務
院
）
二
五
六
頁
に
依
る
。
他
の
年
表
や
辞
典
類
に

お
い
て
は
、
式
典
の
名
称
に
若
干
の
相
違
が
あ
る
。

（
49
） 『
立
正
大
師
諡
号
奉
戴
記
事
』
二
〇
～
二
四
頁

（
50
） 　

同
右　

三
一
頁

（
51
） 『
大
正
ニ
ュ
ー
ス
事
典
』
五
巻
五
二
六
頁

（
52
）
こ
の
記
事
に
関
連
し
て
、
大
正
十
一
年
十
一
月
十
八
日
付
『
読

売
新
聞
』
朝
刊
五
面
を
参
照
さ
れ
た
い
。
大
師
号
宣
下
に
賛
成

派・

反
対
派
の
双
方
の
動
向
が
少
し
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
53
）『
日
蓮
宗
の
近
現
代
―
他
教
団
対
応
の
あ
ゆ
み
』（
平
成
八
年・

日
蓮
宗
宗
務
院
）
八
四
～
八
五
頁

（
54
） 

式
典
の
名
称
は
、『
近
代
日
蓮
宗
年
表
』
二
五
七
頁
に
依
る
。

他
の
年
表
や
辞
典
類
に
お
い
て
は
、
式
典
の
名
称
に
若
干
の
相

違
が
あ
る
。

（
55
） 『
立
正
大
師
諡
号
奉
戴
記
事
』
四
〇
～
四
三
頁

（
56
） 『
近
代
日
本
の
日
蓮
主
義
運
動
』（
平
成
十
三
年・

法
蔵
館
）

二
九
二
～
二
九
三
頁

（
57
） 『
近
代
日
蓮
宗
年
表
』
二
五
七
頁

（
58
） 

山
本
梅
幢
編
『
本
化
聖
讃
歌
』（
大
正
十
二
年・

平
楽
寺
書

店
）
四
頁　

 

※
内
表
紙
に
は
、『
ホ
ン
ゲ
セ
イ
サ
ン
歌
』
と
あ
る
。

（
59
） 『
法
国
冥
合
の
第
一
歩
』
四
八
頁

（
60
） 『
本
多
日
生
上
人
』
二
五
三
頁

（
61
） 『
近
代
日
本
の
日
蓮
主
義
運
動
』
二
九
三
頁

（
62
） 『
日
蓮
宗
の
近
現
代
―
他
教
団
対
応
の
あ
ゆ
み
』
七
九
頁

※ 

小
稿
執
筆
に
お
け
る
資
料
収
集
に
お
い
て
は
、
立
正
大
学
情
報
メ

デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
（
品
川
図
書
館
）
関
係
者
各
位
に
格
別
の
御
高

配
を
た
ま
わ
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
衷
心
よ
り
謝
意
を
表
す
る
次

第
で
あ
る
。

※ 
小
稿
で
は
、
日
蓮
聖
人
の
教
え
を
受
け
継
ぐ
人
々
や
組
織
に
つ
い

て
、「
日
蓮
門
下
」
と
「
日
蓮
教
団
」
の
二
種
の
語
句
を
用
い
て
い

る
。
私
な
り
に
整
理
す
れ
ば
、
前
者
は
日
蓮
聖
人
の
教
え
を
受
け

継
ぐ
人
々
の
こ
と
を
指
し
、
後
者
は
そ
の
よ
う
な
人
々
が
集
結
し
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て
形
成
さ
れ
た
組
織
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

　
 　

し
か
し
な
が
ら
、
厳
密
な
区
別
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
は
言
い
難

く
、
今
後
の
反
省
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。
な
お
、
引
用
文
に
つ

い
て
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
。


